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令和３年第２回定例会（１２月議会）

農林水産委員会（分科会）

会議の概要
書記 藤 澤 直 洋 録

招集年月日時 令和３年１１月２５日（木曜日）

予算特別委員会終了後

招 集 場 所 議事堂 農林水産委員会室

本定例会（１２月議会）における案件（委員会）

１ 議案第２０４号

秋田県国営土地改良事業負担金徴収条例の一部

を改正する条例案

２ 陳情第１６号

森林資源の循環利用と適切な管理の推進などに

ついて

３ 付託案件以外の所管事項

本定例会（１２月議会）における案件（分科会）

１ 議案第１９３号

令和３年度秋田県一般会計補正予算（第７号）

（農林水産部の関係部門）

令和３年１１月２５日（木曜日）

本日の会議案件

１ 会議録署名員の指名

２ 審査日程

本日の出席状況

出席委員

委 員 長 北 林 丈 正

副委員長 石 田 寛

委 員 柴 田 正 敏

委 員 鈴 木 健 太

委 員 小 山 緑 郎

委 員 三 浦 英 一

委 員 加賀屋 千鶴子

書 記

議会事務局議事課 藤 澤 直 洋

議会事務局政務調査課

畠 山 秀 樹

農林水産部農林政策課

落 合 和 秀

会 議 の 概 要

午前１０時２９分 開議

出席委員

委 員 長 北 林 丈 正

副委員長 石 田 寛

委 員 柴 田 正 敏

委 員 鈴 木 健 太

委 員 小 山 緑 郎

委 員 三 浦 英 一

委 員 加賀屋 千鶴子

説 明 者

農林水産部長 佐 藤 幸 盛

農林水産部森林技監 嶋 田 理

農林水産部次長 中 西 滋 樹

農林水産部次長 齋 藤 正 和

農林水産部次長 伊 藤 真 人

農林水産部次長 沼 倉 直 人

農林政策課長 藤 村 幸司朗

委員長

ただいまから、農林水産委員会を開きます。

本日の委員会を開きます。

初めに、会議録署名員を指名します。第２回定例

会１２月議会を通しての会議録署名員には、小山委

員、加賀屋委員を指名します。

次に、委員会の審査日程についてお諮りします。

審査日程案及び付託議案一覧表を配付しております

ので、これらを御覧ください。審査日程案について、

御意見等ございますか。

【「なし」と呼ぶ者あり】

委員長

審査日程は、原案のとおり決定して御異議ありま

せんか。

【「異議なし」と呼ぶ者あり】

委員長

御異議ないものと認めます。

審査日程は、原案のとおり決定されました。

なお、審査の進捗状況によっては、審査日程から

ずれることがありますので、あらかじめ御承知おき

ください。

本日はこれをもって散会し、１２月７日火曜日、

予算特別委員会終了後に委員会及び分科会を開きま

す。

散会します。

午前１０時３０分 散会
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令和３年１２月７日（火曜日）

本日の会議案件

１ 分科会会議録署名員の指名

２ 議案第１９３号

令和３年度秋田県一般会計補正予算（第７号）

（農林水産部の関係部門） （趣旨説明・質疑）

３ 議案第２０４号

秋田県国営土地改良事業負担金徴収条例の一部

を改正する条例案 （趣旨説明・質疑）

４ 陳情第１６号

森林資源の循環利用と適切な管理の推進などに

ついて （質疑）

５ 農林水産部関係の付託議案以外の所管事項

（趣旨説明）

本日の出席状況

出席委員（分科員）

委 員 長（会 長） 北 林 丈 正

副委員長（副会長） 石 田 寛

委 員（分科員） 柴 田 正 敏

委 員（分科員） 鈴 木 健 太

委 員（分科員） 小 山 緑 郎

委 員（分科員） 三 浦 英 一

委 員（分科員） 加賀屋 千鶴子

書 記

議会事務局議事課 藤 澤 直 洋

議会事務局政務調査課

畠 山 秀 樹

農林水産部農林政策課

落 合 和 秀

会 議 の 概 要

午前１１時１分 開議

出席委員（分科員）

委 員 長（会 長） 北 林 丈 正

副委員長（副会長） 石 田 寛

委 員（分科員） 柴 田 正 敏

委 員（分科員） 鈴 木 健 太

委 員（分科員） 小 山 緑 郎

委 員（分科員） 三 浦 英 一

委 員（分科員） 加賀屋 千鶴子

説 明 者

農林水産部長 佐 藤 幸 盛

農林水産部森林技監 嶋 田 理

農林水産部次長 中 西 滋 樹

農林水産部次長 齋 藤 正 和

農林水産部次長 伊 藤 真 人

農林水産部次長 沼 倉 直 人

農林水産部参事（兼）農地整備課長

舛 谷 雅 広

農林政策課長 藤 村 幸司朗

農業経済課長 本 藤 昌 泰

農業経済課販売戦略室長

本 郷 正 史

農山村振興課長 阿 部 浩 樹

水田総合利用課長 草 彅 郁 雄

水田総合利用課秋田米ブランド推進室長

加賀谷 由 博

園芸振興課長 黒 澤 正 弘

畜産振興課長 畠 山 英 男

水産漁港課長 大 山 泰

林業木材産業課長 清 水 譲

森林整備課長 三 森 道 哉

委員長（会長）

ただいまから、本日の委員会及び分科会を開きま

す。

初めに、分科会会議録署名員を指名します。第２

回定例会１２月議会を通しての分科会会議録署名員

には、小山分科員、加賀屋分科員を指名します。

次に、農林水産部関係の議案に関する審査を行い

ます。議案第２０４号を議題とします。また、分科

会では、議案第１９３号のうち農林水産部に関係す

る部門の審査を行います。

農林水産部長の説明を求めます。

農林水産部長

【部局関係説明書により説明】

委員長（会長）

次に、関係課長等の説明を求めます。

農林政策課長

【補正予算内容説明書により説明】

農業経済課販売戦略室長

【補正予算内容説明書及び提出資料により説明】

農山村振興課長

【補正予算内容説明書により説明】

畜産振興課長

【補正予算内容説明書及び提出資料により説明】

農林水産部参事（兼）農地整備課長

【議案〔３〕、補正予算内容説明書により説明】

水産漁港課長

【議案〔１〕、補正予算内容説明書及び提出資料

により説明】

委員長（会長）

以上で、説明は終了しました。

ただいまの説明及び議案に関する質疑を行います。
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質疑は各課室一括して行います。

石田寛委員（分科員）

提出資料４ページの飼料高騰緊急対策事業は新規

となっていますが、これは外国から飼料を買ってい

たのだけれども高いから、今回初めて自給飼料生産

に入るので必要なのか。それともこれまでも自給飼

料生産をやっていたが設備が古くなったので新しい

ものに替えるのか、そこら辺はどうなっているのか

教えてください。

畜産振興課長

今までも輸入飼料は利用しておりましたが、自給

飼料も生産していました。今後自給飼料生産の面積

を拡大するための事業支援になります。

石田寛委員（分科員）

これまでも自給飼料の設備はあったのですが、そ

れを増やすために必要な機械類を購入するという理

解でよいですか。

畜産振興課長

御指摘のとおりです。

石田寛委員（分科員）

これは、ロールベーラー（干し草等を取り込み、

円柱状に成形する農業機械のこと。）から飼料保管

庫まで、一式で何とかなるという理解でいいですか。

畜産振興課長

今回の事業主体は畜産クラスター協議会というこ

とで３つ書いてありますが、それぞれ導入するもの

が違います。例えばあきた白神地域では今回の事業

で飼料保管庫の整備に取り組もうとしていますし、

由利地域と大仙・仙北・美郷地域につきましては牧

草であるとか、ホールクロップ（子実と茎葉を一体

的に収穫・発酵処理する飼料のこと。）用のコンバ

インといった内容になっております。

石田寛委員（分科員）

１か所でこれを全部購入するわけではなくて、分

散しているということですね。

ロールベーラーとＷＣＳ（ホールクロップサイレ

ージ）用コンバインというのがよく分からないので

すが、これは似たものなのですか。

畜産振興課長

ロールベーラーは、刈取りしてほ場で乾かした後

に丸めて梱包するときに使う機械になります。この

ロールベーラーで丸めたもの たまにほ場で白い

ビニールラップがかかっているようなものを見かけ

るときもあると思うのですが、そういう形で乾燥牧

草を丸めるものであります。

それから、ＷＣＳ用のコンバインにつきましては

飼料稲を同じように刈取りして丸める機械になりま

す。

石田寛委員（分科員）

どちらも丸める機械という理解でいいですね。白

いビニールをかける機械はまた別なのですか。

畜産振興課長

白いビニールをかけるのはラッピングマシンとい

う機械で、また別になります。

石田寛委員（分科員）

そのラッピングマシンは必要ないのですか。

畜産振興課長

今回この事業では必要ないと聞いております。

石田寛委員（分科員）

ロールになったものをトラックに積むために、つ

かみ上げる機械は必要ないのですか。

畜産振興課長

今回の事業では必要ないですが、通常そういうも

のを用意してやっておりますので、既存の機械を使

うという状況です。

石田寛委員（分科員）

これはメーカー指定をするのですか。

畜産振興課長

特にこちらからメーカーを指定するようなことは

ありません。

石田寛委員（分科員）

この事業で例えば面積を何ヘクタール増やすとか

というのは出ているのですか。

畜産振興課長

今回の事業で増やす面積もあります。例えば、ロ

ールベーラー 先ほどの牧草の梱包機 を入れ

るところでは現在８９ヘクタールを実際にやってい

るのですが、今度は１０３ヘクタールということで

１４ヘクタールほど増やすという内容になっており

ます。

石田寛委員（分科員）

いずれ輸入飼料の高騰はこれからも続く 油が

上がっているようにこれも上がってくると思うので

す。そうすると、今回は牛関係だと思いますが牛以

外の畜産についてもほとんど輸入飼料だと思うので、

結局牛以外についても今後こういう支援をする施策

が出てくると理解しているのですが、今現在何かそ

ういうことを話し合っていますか。

畜産振興課長

県として考えているのは、土地を利用して牧草を

生産し、そしてその飼料を自給できる大家畜 肉

用牛と乳用牛に対しての支援でありまして、豚や鶏

に対する支援については県としては考えておりませ

ん。ただ、家畜全般に関しては、飼料が急上昇した

ときに一定の補塡をする国の飼料高騰対策の制度が

ありますので、それで対処することになると思いま

す。

石田寛委員（分科員）

片仮名で忘れてしまったのですが、稲を発酵させ

てやる飼料があったでしょう。あれが伸びる可能性
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はあるのですか。

畜産振興課長

御指摘の内容がこの助成対象にも書かせていただ

いたＷＣＳで、ホールクロップサイレージ 稲発

酵粗飼料になります。現在、全県で大体１,０００

町歩前後の面積でホールクロップサイレージが収穫

されて利用されているところでありまして、今回の

こういった機械の導入により、更にまた上積みでき

ればと思います。

石田寛委員（分科員）

後で説明があると思いますが、来年産米の面積が

出てきて、かなり減らされるわけです。そういうこ

とからすれば、今課長が話したように面積が更に増

えていくと、水田そのものの面積を守っていくには

大変ありがたい話です。是非畜産農家と連携の上、

面積が広がっていくようになれば 大変牛が好む

と聞いているので、そういうことを是非委員会等に

早く明示できるように努力していただければありが

たいと思いますが、いかがですか。

畜産振興課長

水田を水稲という形で利用できるところがホール

クロップサイレージのいいところです。ただ、そこ

でポイントとなるのがどうしてもこういった機械を

準備しなければいけないところで、そういった意味

では、既存の生産者と話合いをしたりこういった機

械の導入を支援したりしながら、利用拡大に努めて

まいりたいと考えております。

石田寛委員（分科員）

外国から輸入する食料をできるだけ少なくしてい

って、できれば県内産で食料を賄っていきたいとい

う地産地消の考えからすれば、畜産も離農者が出な

いように 農業全般に係るわけですが、地元の方

々から離農者が出てこないように今後も水田を守り

ながら、畜産農家を維持できるように努力していた

だければありがたいと希望を述べて終わります。

鈴木健太委員

関連で伺いますが、県内の畜産業における飼料は

輸入が多いと思いますけれども、自給率の数字がも

しあれば教えていただきたいことと、近年の飼料価

格高騰の要因や今後の見通しについて、一時的なも

のと見ているのか構造的なものと見ているのかにつ

いて見解をお聞かせください。

畜産振興課長

飼料自給率に関しては大きく酪農 乳牛と肉用

牛に分かれるのですが、酪農では５４％です。そし

て、肉用牛であれば４５％という数字になっており

ます。酪農の都府県平均は１４％ぐらいですので非

常に高いと認識しておりますし、肉用牛に関しては

全国は４２％ですので、ほぼ同じぐらいと理解して

おります。ただ、この自給飼料の中には今話したよ

うな牧草だったりホールクロップサイレージだった

り、ほかにもいろいろと入ってきての数字になって

おります。

飼料高騰の状況ですが、配合飼料というトウモロ

コシなどが入った飼料になりますけれども、理由と

して一番大きいのは中国での経済回復です。中国で

は二、三年前アフリカ豚熱という病気が流行して豚

が半分ぐらいに減ったのですが、今豚肉が中国の国

民食として急速に拡大、回復してきておりまして、

そちら向けにトウモロコシが世界的に集中している

ということが１つです。それから、世界的なコロナ

（新型コロナウイルス感染症）からの経済回復によ

って船の運賃が高く上がっていること、それから円

安ということです。船運賃の関係で言いますと、濃

厚配合飼料だけではなく、実は粗飼料のような草の

関係も値上がりしている状況にあります。具体的に

話しますと、配合飼料だと１年前に比べて１トン当

たり１万２,０００円から１万４,０００円上がって

おりますし、乾草でも１トン当たり８,０００円上

がっているということで、いずれ飼料全般が上がっ

ている状況にあります。

今後の見通しですが、コロナからの経済回復等で

中国の経済回復はまだまだ続くという見込みで、大

変厳しい状況にあると認識しております。そういっ

た意味で、今回の飼料の価格が上がるという局面に

おいて県内の畜産農家の方々にいま一度自給できる

手法に着目していただいて 自給すると幾らかで

も安くできるという試算もありますので そうい

う手法を浸透して低コスト化や経営の持続に努めて

いただきたいと考えております。

鈴木健太委員

飼料を自給した場合の作目は稲ということになる

のですか。

畜産振興課長

自給する飼料については乾草だったり、先ほど言

ったホールクロップサイレージという発酵させた粗

飼料などがあります。参考までにですが、私たちで

試算している数字では輸入の乾草は６０円から６２

円程度ですけれども、自給した場合は４０円程度で

生産できると考えておりますので、その分低コスト

化につなげることができると考えております。

加賀屋千鶴子委員

畜産振興課の高病原性鳥インフルエンザ対策事業

についてですが、今回の説明では経営支援事業で搬

出制限区域内の養鶏農家への支援もあります。制限

されて減収になった金額について補助するとのこと

ですが、その減収分というのは 卵とか肉とかあ

ると思いますが それを搬出して売り上げていた

であろう金額を丸々補塡するということなのか、そ

の辺の内容をお知らせください。
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畜産振興課長

委員の御指摘のとおり減収分丸々といった形にな

ります。あるいは、破棄に掛かった経費といったこ

とも対象になっております。

加賀屋千鶴子委員

それぞれの養鶏家の皆さんが売るまでにはいろい

ろなコストが掛かっているわけですが、売る段階で

これまでのコストも含めてきちんとした値段で売れ

ているのだとすると、まずマイナスにはならないよ

うに補塡されると理解していいのでしょうか。

畜産振興課長

委員の御指摘のとおりです。ただ、これにつきま

しては、国との協議を踏まえて最終的にどれくらい

補塡するかが決まります。今回秋田県で初めて鳥イ

ンフルエンザが出まして、これから国との協議に入

っていくことになります。他県での例では要望が大

分削られたりするようなこともあると聞いておりま

すので、詳細な額につきましては今後の詰めによる

ものと考えております。

加賀屋千鶴子委員

分かりました。では、国との交渉の結果でこの内

容について見越していただけの金額が補塡されない

こともあるということで、これからもこの点につい

ては ほかのこともあるのだと思いますが ず

っと経過を見ていかなくてはいけないということで

すね。

畜産振興課長

御指摘のとおりです。国からの補償というところ

が１点と、それ以外にこういった場合に活用できる

国の制度資金あるいは日本政策金融公庫のセーフテ

ィネット資金で低利なものが用意されています。そ

ういった意味で、例えば国からの補償が不足すると

いうときに、必要に応じてそういった制度資金の利

用についても誘導してまいりたいと考えております。

加賀屋千鶴子委員

質問を変えて、水産漁港課の新規事業（漁業効率

化技術実証事業）についてです。（２）の効率操業

支援データの提供ということで観測機器を３基設置

するとのことですが、今想定している場所があると

したらお知らせください。また、全て海に面してい

る秋田にとって３基で足りるのかということや観測

する項目についてお知らせください。

水産漁港課長

岩館漁港、男鹿の戸賀湾、そして象潟漁港の３か

所に自動観測ブイを設置する予定としておりまして、

それに今回植物プランクトンを観測する機器を追加

しようとするものです。これまで設置されている自

動観測ブイでは水温や塩分も観測しています。あと、

沿岸ではこの３か所なのですが、その他にも千秋丸

（県が保有する漁業調査指導船のこと。）で水温や

塩分、漁獲情報などの観測をしたり、また、底引き

漁船１１隻にもそうした海況データの収集を行って

もらっております。そうした秋田県沖全体としての

海況データを集めていくという内容です。

加賀屋千鶴子委員

そのデータをまとめるというのが（２）の観測機

器の設置になるのでしょうか。

水産漁港課長

今のが（２）の部分です。

加賀屋千鶴子委員

最近の環境問題もそうですが、水温とかも変化し

てハタハタなどがなかなか捕れない状況もあります

ので、こういうきちんとしたデータに基づいて、今

秋田沖の環境がどんな状況になっているのかをきち

んと知って、それに合わせて操業していくのはすご

く大事だと思います。一方で、環境に対する対策を

取っていくことはそれはそれとして必要ですが、そ

ういう状況に合わせた対策を漁業で取っていくこと

はとても大事だと思っています。新規事業なので全

く新しくやるのだと思ったのですが、今までやって

いることにこれを追加していくとのことで、そこは

どういうことなのですか。

水産漁港課長

正に委員の御指摘のとおり海況データに応じてよ

り効率的な操業を行っていくのは非常に大事です。

新規というのは、今回クロロフィルａ 植物プラ

ンクトンを観測する機器を追加しようとするものが

新規として今回の補正で上げたものです。先ほど自

動観測ブイで水温や塩分を観測すると言いましたが、

これは６月補正で既に水産振興センターで予算を取

って準備している内容で、今回それに付加するもの

です。

加賀屋千鶴子委員

分かりました。そういう調査と併せて操業日誌の

入力システムを整備するのは、実際の操業でどんな

ふうに動いたらいいかなどの判断のためだと思うの

ですが、この５件という件数で当面は十分なのでし

ょうか。

水産漁港課長

先ほども申し上げましたが、操業情報のデジタル

化については底引き網漁船１１隻が既にデータの収

集のために動いております。今回はそれに加えて県

からモニターを５件お願いする形です。内容として

は底引き網のグループ操業をしている方だとか、そ

れから県で就業者向けの研修をしておりますがその

親方の船で使ってもらって、新規参入者にこうした

デジタル化に慣れた人材になってもらうことも考え

て５件設置しています。

加賀屋千鶴子委員

分かりました。モニタリングのためにという話も
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ありましたので、県がそういう情報をきちんと積み

上げて、今本当に環境的にも厳しい状況にある漁業

についてしっかりと取り組んでいってほしいと思い

ましたので質問させていただきました。

農林水産部次長（齋藤正和）

先ほどの鳥インフルエンザのときにお答えすれば

よかったのですが 先ほど畜産振興課長が説明し

たとおりですが、ボリューム感について誤解があれ

ばいけませんのであえて追加させていただきます。

今回の鳥インフルエンザの発生農場では法に基づい

て殺処分するわけですので、それに対しては時価で

評価した上で補塡されます。ただ、先ほど課長が言

ったとおり、国の査定もあって減額する例もあるの

ですが、かなりそこら辺がシビアです。農家の責任

で 例えばどこかに穴があったとか、侵入した形

跡のあるようなものが野放しになっていたとか、農

家の様々なほ場条件、鶏舎の条件の中で、ちゃんと

管理していれば防げたのにちょっと問題があったと

査定されて減額されるという仕組みになっているよ

うですので、この辺は農家の方が一生懸命管理して

いるところだとは思いますが、そういったところの

査定もあって減額されるということが１つです。

それから、搬出制限をしている周辺の半径１０キ

ロ以内にあった農家に対する減収分の支援を今回の

予算の中で上げています。これは基本的に卵の搬出

制限ということですが、きれいに洗浄されていると

ころを通ったものについては問題ないということで

流通できるのですけれども、制限をかけた最初の１

日、２日は限定してストップしてもらったため、こ

の辺が減収になっているところです。限られたとこ

ろの減収補塡になると思いますが、そういったとこ

ろも応援していこうと考えています。

今回の被害があった周辺の農家も、当然発生農家

も予期せぬことになったので、その辺の減収補塡は

国の制度がありますが、しかしながら復活するとき

にすぐに卵が出てくるわけではないので、その辺を

県単の事業で応援して再生産に向けて頑張ってもら

おうということで今回の事業を執行しようというと

ころです。

鈴木健太委員

先ほどの漁業効率化技術実証事業の関連で伺いま

す。今回のこの電子操業日誌と海況データ以外にデ

ータとして収集している海洋情報が何かあれば教え

てほしいのと あればでいいのですが この先

秋田の海の何らかのデータベースみたいなものを構

築していくつもりがあるのかどうか教えてください。

水産漁港課長

現在の海況情報の収集ですが、基本的には千秋丸

が水温だとか潮流だとかのデータを押さえておりま

す。それから、先ほど申し上げた底引き網の漁獲情

報と、そのときの水温や潮流といった漁獲している

状況も水産振興センターに集まってくるという形に

なっています。それに今回の事業で沿岸でも若干の

漁業者の情報が今後集まっていくという体制です。

漁獲情報及び海況データを収集した先には、水産

振興センターでも漁場の予測システム的な ＡＩ

を使うかは別として、例えばこの辺に漁場が形成さ

れるだろうなどと自分の予測を立てて、そうした情

報を漁業者全体に そこはどちらかというとマク

ロな情報になると思いますが、そうした提供がなさ

れていきます。そこは、水産振興センターが開発し

ているところです。

今回はそれにプラスして、個人の電子操業データ

をまず自分で持って、過去の記録もみんな電子化し

て素早く取り出せるような体制にして、そのマクロ

な情報と自分が持っているミクロな漁場情報をうま

くミックスして効率的な操業に使っていただきたい、

そのような狙いです。

鈴木健太委員

分かりました。すごく夢のある話だと思います。

その中で、今洋上風力が次々と建っていく中で

土台だけ建っていっていると思うのですが そ

のビフォーアフター的な視点はあるのですか。

水産漁港課長

言われているのは、洋上風力が建つと確実に操業

の条件が変わる 海域の広さも変わるとか、それ

から漁礁効果があるだろうということは言われてい

ます。土台にする根石の関係で魚が集まってくるな

どと言われておりますので、当然前後での状況は変

わってくるのだと思います。そうした状況について

は、今回の洋上風力の応募業者が現在の状況の調査

をして応募してくる状況なので、そのデータを基に、

例えば今後各漁業者がどう変化していくかというこ

とはまた別にしっかりと押さえていくことが必要に

なると思っています。

石田寛委員（分科員）

鳥インフルエンザの影響で隣接の養鶏業者の卵が

売れなかったとのことですが、それは全部売れたの

ですか。

畜産振興課長

いっとき売れない状況があって、１日分ぐらいに

ついては廃棄した養鶏場もあると聞いています。そ

れ以降は、通常のルートで販売できていると聞いて

おります。ただ、一部発生農場に卵を出荷していた

養鶏場もあり、そこの部分については生産量を減ら

すといった対応をしたりしています。

石田寛委員（分科員）

かつて台風で落下したリンゴが売れなかったとき

には、県庁に持ってきて地下で売った記憶があるの

で、卵が余れば買ってもよかったと思いました。県
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庁に素早い対応で持ってきてくれれば、定例会をや

っていれば議員はみんな買うと思ったのですが、そ

こまでいかなくても処理できてよかったと思ってい

ます。

あと１つだけ、付託議案関係資料を見ていると、

予算が国庫支出金と一般財源と大まかに２つありま

す。国庫支出金のほうはいいのですが、一般財源で

出されているものは将来的に国庫に変わる可能性も

あるのですか。

農林政策課長

現在のところ一般財源という表記をしております

が、コロナ関係を含めて地方創生交付金を見込んだ

事業と位置づけておりまして、その辺については後

で振替ということもあり得ると考えております。

石田寛委員（分科員）

あり得るのなら、あるように頑張ってほしいとお

願いして終わります。

委員長（会長）

審査の途中ですが、昼食のため休憩します。再開

は、午後１時３０分とします。

午前１１時５７分 休憩

午後 １時２９分 再開

出席委員（分科員）

委 員 長（会 長） 北 林 丈 正

副委員長（副会長） 石 田 寛

委 員（分科員） 柴 田 正 敏

委 員（分科員） 鈴 木 健 太

委 員（分科員） 小 山 緑 郎

委 員（分科員） 三 浦 英 一

委 員（分科員） 加賀屋 千鶴子

説 明 者

農林水産部長 佐 藤 幸 盛

農林水産部森林技監 嶋 田 理

農林水産部次長 中 西 滋 樹

農林水産部次長 齋 藤 正 和

農林水産部次長 伊 藤 真 人

農林水産部次長 沼 倉 直 人

農林水産部参事（兼）農地整備課長

舛 谷 雅 広

農林政策課長 藤 村 幸司朗

農業経済課長 本 藤 昌 泰

農業経済課販売戦略室長

本 郷 正 史

農山村振興課長 阿 部 浩 樹

水田総合利用課長 草 彅 郁 雄

水田総合利用課秋田米ブランド推進室長

加賀谷 由 博

園芸振興課長 黒 澤 正 弘

畜産振興課長 畠 山 英 男

水産漁港課長 大 山 泰

林業木材産業課長 清 水 譲

森林整備課長 三 森 道 哉

委員長（会長）

委員会及び分科会を再開します。

午前中に引き続き、議案に関する質疑を行います。

小山緑郎委員（分科員）

飼料高騰緊急対策事業について伺います。１つは

配合飼料の価格高騰のため、畜産農家の自給飼料に

対しての支援事業ということで、各地区の畜産クラ

スター協議会に対しての事業だと思うのですが、こ

れは一般の家畜農家の方々も該当になるのですか。

畜産振興課長

事業主体は畜産クラスター協議会になっておりま

すが、実際にこの事業に取り組むのはクラスター協

議会の中の法人だったり、個人だったり、農家の方

々が事業主体になりますので、クラスター協議会の

中の方々がやると一般的な農家の方々も含まれるこ

とになります。県内には約２０のクラスター協議会

がございまして、意欲ある農家の方々に参画してい

ただきながら、こういった事業に取り組んでいただ

くという体制になっております。

小山緑郎委員（分科員）

そうすれば、一般の畜産農家も該当になるという

ことでいいですか。

畜産振興課長

今回の事業につきましてはそうした方々も対象に

なりますが、年度内にこういった事業を完成しなけ

ればいけないといった条件も実はございまして、こ

ういう概要を事前にお知らせしながら、事業化を進

めてきたところです。

小山緑郎委員（分科員）

ちょっとよく分かりませんが、クラスター協議会

以外の普通の人にも権利はあるということでいいの

ですか。

畜産振興課長

飽くまでクラスター協議会の中に位置づけられた

方々になります。

小山緑郎委員（分科員）

畜産農家にも一般の方がいるのですが、そういう

人には今回の飼料高騰に対する対応策はないという

ことですか。

畜産振興課長

今回の飼料高騰対策については、午前中にも少し

説明したのですが、飼料価格安定基金という飼料高

騰対策としての国の制度が１つありまして、これは

その基金に加入している畜産農家は全て対象になり
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ます。それにつきましては、飼料が急激に上がった

ときの激変緩和措置ということで措置されており、

肉用牛でも、乳用牛でも、豚、鳥でも対象になる制

度です。今回の事業は、そのほかにこういった自給

飼料の生産に取り組もうとする方々に対しての支援

制度という位置づけになっています。

小山緑郎委員（分科員）

もう１つ教えてください。飼料の自給率を上げる

ために、例えばホールクロップサイレージ用の機械

の導入を補助すると言うのですが、外国から来るこ

ういう飼料や乾草というのは品質的にどのようなも

のですか。私はよく分からないのですが、例えば輸

入するに当たって、検疫とかいろいろな検査がある

と思いますが、どこでどのような検査をするのかと

いうのは分かりますか。ちょっとそこだけ聞きたい

と思います。

畜産振興課長

飼料の安全性という意味で言いますと、輸入する

際に国で検査をして、検疫を越えて来るという流れ

になっております。品質的な話になりますと、乾燥

している状況での作付だと比較的品質のよいものが

取れるということです。主な産地はアメリカだった

り、南アメリカだったり、そういうところから輸入

されるトウモロコシや大豆が多くなっております。

小山緑郎委員（分科員）

これは船で来るのですね。そこに入ってからの検

査、出るときの検査はどうなっているかの話です。

畜産振興課長

基本的に国内に入ってくるときの検査と考えてお

ります。飼料として安全なものを国内に入れるとい

う形になりますので、入ってきたときの検査という

形になっております。

小山緑郎委員（分科員）

今までそういう検査に何か引っかかって戻したな

どという例はあるのですか。何か病気ではないけれ

ども。分からなければいいです。

畜産振興課長

直接の答えになるかどうか分かりませんが、中国

からよく稲わらを輸入しております。中国で口蹄疫

という牛や豚がかかる病気がありまして、それらが

発生した場所のそばで生産された稲わらは、一時的

に日本で輸入を停止したりということはありました。

北林丈正委員

この資料に関連してお聞きしますけれども、先ほ

ど県内の飼料自給率で、乳牛が５４％、肉牛は４５

％と、すごく高い数字でびっくりしました。これは

乳牛、肉牛で違うと思うのですが、１種類だけでは

なくていろいろなものを混ぜて食べさせると思うの

ですけれども、県内のもので全部１００％自給する

ことはできるのですか。それとも、これだけはやは

り輸入でないと駄目だとか、そういうものはあるの

ですか。

畜産振興課長

全てを県内産のもので賄うというのはなかなか難

しいと思っています。今の配合飼料の主体になるの

はトウモロコシと大豆ですが、それらを全て国内産

で賄うのはなかなか難しいという状況です。実際に

畜産試験場でも取り組んだりした経緯はありまして、

ごく限られた量であれば可能ですが、一定の畜産業

を営むに当たって相当量を確保するというのはなか

なか難しいと考えております。

北林丈正委員

この前の農業新聞に子実コーン（飼料用に子実の

みを収穫するためのトウモロコシのこと。）という

のですか このコーンだけを栽培するのが割と良

くて、これから栽培面積を増やしていくというよう

な記事があったのですが、県内では子実コーンの栽

培は行われているのですか。

畜産振興課長

県内で子実トウモロコシの作付割合は伸びてきて

おります。昨年までは大潟村を中心に３０ヘクター

ルぐらい栽培されていたのですが、今年からは藤里

町、北秋田市でも栽培されるようになり、倍の６０

ヘクタールぐらい栽培されております。それについ

ては、先ほど委員御指摘のように濃厚飼料の代替と

いう形で期待されておりますが、それでもやはり全

体から見ると限られた量にとどまっているのが現状

です。

北林丈正委員

こういうものを栽培する農家の収入に関して、飼

料用米並みの補助といいますか、転作支援金などと

いうものがあるのですか。

水田総合利用課長

生産調整上の取扱いを申し上げますと、子実用ト

ウモロコシにつきまして先ほど畜産振興課長が６０

ヘクタールと言いましたが、そのうちまず転作とし

て、水田で作付されている分は３７ヘクタールほど

と認識しており、これについては国の戦略作物助成

という名前で、１０アール当たり３万５,０００円

が生産調整の助成金として支払われることになって

おります。ちなみに、飼料用米については、国の８

万円にプラスして、県が産地交付金でかさ上げして

いますので、これで主食用米並みの収入を確保でき

ることになっております。

北林丈正委員

子実トウモロコシは３万５,０００円ですか。そ

うすると、収入は飼料用米よりかなり低いというこ

とになるのですか。

水田総合利用課長

飼料用米は県のかさ上げ等でかなり厚く助成して
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いますが、単純に子実用トウモロコシを栽培すると

いうことであれば、助成金としては３万５,０００

円です。ちなみに、市町村のほうで高収益作物とい

うことで計画にひもづければプラス１万円で、４万

５,０００円まで出すことは可能です。

北林丈正委員

また来年４,０００ヘクタールぐらいですか、主

食用米を減らさなければいけません。飼料用米も大

分その枠が埋まってきているという話も聞きます。

子実トウモロコシを増やすためにもう少し助成を大

きくしていけば、もっとこの子実トウモロコシが増

えて輸入しなくてもよくなり、自給率が高まってい

くと思うのですが、そういう政策は来年やる予定は

ないですか。

水田総合利用課長

飼料が非常に高騰している中で、国産の飼料で自

給率を高めていくのは大変重要な課題だということ

で、国においては令和３年度の補正予算で水田リノ

ベーション事業という事業を昨年に続いて補正して

いますが、その中で子実用トウモロコシが新たな対

象に追加される予定で、これでいけば４万円の助成

が受けられることになっております。これに更にか

さ上げするとすれば、あとは各市町村で地域枠を活

用した中で加算を積み上げていくことになると思い

ます。

鈴木健太委員

高病原性鳥インフルエンザ対策ですが、前回説明

があったときに処理した職員のメンタルケアについ

て報告がありました。あれからちょっと時間がたっ

て、現状というか続報みたいなもの 今どういう

状況になっているのでしょうか。

農林政策課長

メンタルヘルスのケアに関しては人事課から１１

月１８日付で各所属長に対して、従事した職員にど

ういうケアがあるかという内容を周知してほしいと

いう内容で通知が行われたところです。現場の光景

が突然目に浮かんだり、涙もろくなったり、飲酒量

が増えたりというような様々な症状となって表れて

くることが懸念されたものですから、そういったも

のは一人で抱え込まないで、健康支援員が人事課に

おりますので、そういった方にまず相談してほしい

という内容です。本人が相談しにくければ上司から、

あるいは仲間から情報提供していただいて、受診し

てはどうかという勧めをするというような体制を取

るようにと通知がなされたところです。現時点でこ

の制度を活用した方は１名です。本人が気づいたの

ではなくて、周りの方がちょっとおかしいことに気

づいたようですが、１人の方が該当になっていると

いう状況です。

北林丈正委員

比内地鶏の件です。今回１,０００万円で主にイ

ベントやプロモーションを展開するとのことですが、

これは具体的にどのような方法で販売するのですか。

それから、イベントの内容やプロモーションの仕方、

あとは商品 加工品を用意していてお土産品みた

いに売っていくのか、その辺をお知らせください。

畜産振興課長

大きく２つありますが、イベントの開催について

は秋田市で２月下旬頃を想定して開催したいと思っ

ています。そのイベントの内容としては、今回コロ

ナの関係でいろいろな事業者が新たな商品開発に取

り組まれたものがありますので、それをＰＲして販

売しようという内容です。例えば比内地鶏を使った

常温のおつまみセットですとか、家庭用の焼き肉セ

ットですとか、あるいはスモークチキンのような、

レンジでチンすれば手軽に食べられるようなもの等

いろいろな商品が開発されていますので、それらの

プレゼンをしながら販売する即売会のような形で考

えているところです。

もう１つ、テレビですとか情報誌、ＳＮＳのプロ

モーションにつきましては、ちょうどイベントを開

催する時期に合わせて小売店や飲食店でのフェアも

同時開催することにしております。昨年も同様に、

同時期に即売会をやったところですが、その中では

比内地鶏の食べ方 大抵はきりたんぽ鍋が主流で

すが、それ以外の食べ方を提案するということで、

著名な料理人の力を借りてＰＲしながら、合わせて

小売等での販売を促進するということを計画してお

ります。県内のスーパーなどで実施した去年の２月

においては、通常の年に比べて２倍から６倍ぐらい

の売上げになったということもありますので、今回

も実売も兼ねてそういったイベント、ＰＲに取り組

んでいきたいと考えております。

北林丈正委員

目標とする販売金額はありますか。

畜産振興課長

イベントと小売店等のプロモーションも合わせて、

金額というよりも量ですが、３トンくらいを目指し

て頑張っていきたいと考えています。

北林丈正委員

金額にすると、３トンだとどのぐらいになるので

すか。

畜産振興課長

大体ですが、１キロ２,６００円ぐらいと考えて

おりますので、３トンで８００万円弱ぐらいの想定

です。

北林丈正委員

１,０００万円の予算を掛けて８００万円であれ

ば、１,０００万円分丸々買ってしまったほうがい

いような気がします。
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畜産振興課長

言葉が足りませんでした。生肉で言うと１キロ

２,６００円ぐらいなのですが、加工品になると加

工賃も入りますので、そのままではなくて、それ以

上の経費が掛かっての販売になりますから、３倍ぐ

らいにはなると考えております。

委員長（会長）

ほかにございませんか。

【「なし」と呼ぶ者あり】

委員長（会長）

以上で議案に関する質疑を終了します。

次に、陳情等の審査を行います。配付しておりま

す陳情等一覧表により審査を行います。３ページを

お開きください。陳情第１６号「森林資源の循環利

用と適切な管理の推進などについて」を議題としま

す。

質問等ございませんか。

石田寛委員（分科員）

５年間で再造林５０％を目指す森林組合系統再造

林５５０運動は、この前の知事の答弁と一致するの

でかなり喜ばれているようです。

ただ、将来的な問題として、もし年間２００万立

方メートル近い素材が出ていくとすれば、長期スパ

ンで、例えば５０年後とかを考えた場合に、皆伐し

たときは何割ぐらいの再造林があれば本当の循環型

になるのでしょうか。

林業木材産業課長

県では、次期プラン（新秋田元気創造プラン）に

向けて、将来永続的な循環利用を図るためにどうい

った形がいいのかをシミュレーションしております。

その中で、過大な伐採をしないことといった条件を

いろいろと考慮して、数パターンを設定しています

が、今のいびつな森林の林齢構成を１００年後に平

準化するという、大局的な目標を定めております。

それを急激にやりますと、再造林のほうも間に合い

ませんので、段階的に引き上げていくということで

す。目標としては、１００年後を見据えた形で、将

来的には再造林しないところは切らなくてもいいよ

うな循環利用の山を作っていくことを目指しており

ます。

石田寛委員（分科員）

そのように理想どおりにいくには、素材生産をあ

る程度、例えば１５０万立方メートルとか２００万

立方メートル弱とかどこかで上限を決めていかない

と……。山には結構、全国的にも一番体積量が多い

のですが、路網の整備も追いつかないわけだし、か

なりそこは微妙にバランスを取っていかないといけ

ないので、ある意味では素材生産を抑えなければな

らない時期も来ると思うのです。そこの川上、川下

の関係がうまく運ばないといけないので、領域を超

えて、胸襟を開いて１００年後のために協力しても

らうことは必要だと思います。今日は明確な答えを

出せないと思いますが、そういう方向で川上、川下

の皆さんに協力いただけるように話合いを始めたと

ころだという理解でよろしいですか。

林業木材産業課長

御指摘のとおり、森林資源につきましては保続培

養しながら循環利用していくということ、自然を壊

さずに進めていくことが永続的につながるものだと

考えております。林業関係５団体が集まりまして、

秋田県再造林推進協議会を設置しております。昨日

も開催されまして、私もオブザーバーとして出席し

たのですが、行政だけでなく現場で働いて活躍され

ている実際のプレーヤーの方々と意見交換しながら、

先の長い話になりますがその時々の課題を解決する

体制は作っておりますので、今後ともそういった機

会を捉えて解決策をいろいろと講じてまいりたいと

思っております。

石田寛委員（分科員）

昨日の会議には、東北森林管理局は何らかの立場

で関係しているのですか。

林業木材産業課長

県と東北森林管理局がオブザーバーとして参加し

ております。

石田寛委員（分科員）

国有林と民有林は大体半々ぐらいあると思うので、

そこはお互いに協力して、いろいろとアドバイスも

頂きながら進めていかなければならないと思います。

それから、私は県の１００年後を見据えた理想の

循環型林業は１００％支持するのですが、問題は県

民にとっても景観というか、生態系というか、これ

は個人の資産であっても共有財産だと思うのです。

だから、自然環境というか、秋田の国土保全という

か、そこは県民の財産でもあるという理解で、自治

体の関係者や市町村長といった立場の方々は地域の

特色も残していかなければならないと思うので、そ

このところも配慮していただきたいと思うのですが、

その点についてもお聞かせください。

農林水産部森林技監

今の御質問の前に、先ほどの林業木材産業課長の

答弁について、ちょっと補足させていただきます。

林齢構成の平準化という話をしましたが、前提とし

て、成長がそれなりにいいところ、作業の条件がい

いところ 道から近いとか に絞り込んで、そ

の中で平準化を図っていくのがいいのではないかと

考えてシミュレーションをしています。その中で令

和７年、目標は５０％ですが、条件がいいところに

ついてはほぼ１００％まで最終的には持っていかな

いと、しっかりした循環は図れないと考えていると

いうのが補足です。
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それから、伐採量はあまりバランスを失するよう

な大きな量だといけないのではないかという話です

が、この辺り結構いろいろな論点がございます。先

ほど少し話がありましたが、個人の財産の部分があ

りますので、それをどこまで制限できるのかとなる

と、公益的機能との調整 例えば保安林の制度な

どである程度抑制するなり、あるいは植栽の義務を

課すなりというのはできるのですが、その辺りはそ

の時々の状況に応じていろいろな価値観が出てくる

と思いますので、こういうことも長期的にはいろい

ろと考えていかなければいけないと思っています。

ただ、先ほどシミュレーションしたと言いながら

も、思いどおりにいかない部分もあるし、あるいは

改善できる部分もあると考えております。例えば杉

は今６０年ぐらいで切ることになっていますが、育

種の世界で非常にいい品種が出てきて、６０年では

なくて４０年とか５０年とかに短縮すれば、その分

１つの土地で生産される木材の量は増えますので、

そんなにたくさん一生懸命切らなくてもいいという

か、仮に需要が増しても対応できるような山ができ

ます。

それから、先ほど条件のいいところで切っていけ

ばという話をしましたが、路網がしっかり延びて作

業条件が良くなれば、それによっても需要に対応す

る山に変わっていきます。その辺りは、これから地

道にやっていくことによって、今の条件では駄目だ

けれども将来はできるという山がそれなりにできて

くると期待しているところです。

その他いろいろございますが、状況の変化に応じ

て、また節目でプランやビジョン（新ふるさと秋田

農林水産ビジョン）を見直す際に、そういった条件

を当てはめながら長年にわたってきちんと管理して

いきますし、そういった改善に向けて、特に国有林

はいろいろな技術を実証していますので、そういっ

たところで協力を求めていきたいと思います。

最後に、県民の財産といった話がありましたが、

県民歌にも千古の美林というフレーズが２番に出て

きます。千古の美林というのが、昔そういうものが

あったというような昔話にならないように、我々と

してもしっかりと頑張っていかなければならないと

考えております。

石田寛委員（分科員）

ありがとうございます。いろいろとあると思うの

ですが、例えばニュージーランドに行ったら畑に植

えて３０年ほどで、物すごく簡単に製材所に運べる

ではないですか。そうした場合に、４０年、５０年

先の話をすれば、秋田県の場合は急峻な場所まで植

林しているわけですが、里山風景も今変わってきて

田畑がほとんど遊休になっている場所もあるわけで

す。これからは奥地に入らなくても植林して、簡単

に製材所に運べるような 今すぐではなくても、

長い目で見ればそういう適地になる可能性もありま

す。逆に、奥地は水源地として山を残していくとい

う、奥地の在り方と里山の在り方に将来違いが出て

くる可能性もあると考えてもいいのでしょうか。

農林水産部森林技監

今でもグラデーションはあるにせよ、基本的には

奥のほうは水源の涵養であるとか、あるいは希少な

自然環境の保全といった役割の色合いが非常に強い

し、手前のほうは昔は薪炭林としてほぼ毎日のよう

に誰かが入っている状態 今はそうではないので

すが、それでもやはり近いところはある程度経済性

なども考えながら取り扱っていく山になるという、

色合いの濃淡はあるにせよ、基本的にはそういう考

え方になると思います。

委員長（会長）

以上で、陳情等についての審査を終了します。

次に、農林水産部関係の所管事項の審査を行いま

す。

初めに、執行部から発言を求められておりますの

で、これを許可します。

農林政策課長

【共通資料「～大変革の時代～ 新秋田元気創造

プラン（素案）について」により説明】

【提出資料「新ふるさと秋田農林水産ビジョン

（素案）について」により説明】

水田総合利用課長

【当日配付資料「令和４年産米の「生産の目安」

等について」により説明】

水田総合利用課秋田米ブランド推進室長

【提出資料「サキホコレのブランド化戦略の進捗

状況について」により説明】

園芸振興課長

【当日配付資料「葉たばこ廃昨予定者への対応に

ついて」により説明】

水産漁港課長

【当日配付資料「今期のハタハタ資源管理と漁獲

状況について」により説明】

森林整備課長

【提出資料「ナラ枯れ被害の発生状況について」

及び「令和２年度新規林業就業者の確保状況につ

いて」により説明】

委員長（会長）

以上で、説明は終了しました。

本日はこれをもって散会し、明日、午前１０時か

ら委員会及び分科会を開き、農林水産部関係の所管

事項に関する審査を行います。

散会します。

午後２時４９分 散会
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令和３年１２月８日（水曜日）

本日の会議案件

１ 農林水産部関係の付託議案以外の所管事項

（質疑）

本日の出席状況

出席委員（分科員）

委 員 長（会 長） 北 林 丈 正

副委員長（副会長） 石 田 寛

委 員（分科員） 柴 田 正 敏

委 員（分科員） 鈴 木 健 太

委 員（分科員） 小 山 緑 郎

委 員（分科員） 三 浦 英 一

委 員（分科員） 加賀屋 千鶴子

書 記

議会事務局議事課 藤 澤 直 洋

議会事務局政務調査課

畠 山 秀 樹

農林水産部農林政策課

落 合 和 秀

会 議 の 概 要

午前９時５８分 開議

出席委員（分科員）

委 員 長（会 長） 北 林 丈 正

副委員長（副会長） 石 田 寛

委 員（分科員） 柴 田 正 敏

委 員（分科員） 鈴 木 健 太

委 員（分科員） 小 山 緑 郎

委 員（分科員） 三 浦 英 一

委 員（分科員） 加賀屋 千鶴子

説 明 者

農林水産部長 佐 藤 幸 盛

農林水産部森林技監 嶋 田 理

農林水産部次長 中 西 滋 樹

農林水産部次長 齋 藤 正 和

農林水産部次長 伊 藤 真 人

農林水産部次長 沼 倉 直 人

農林水産部参事（兼）農地整備課長

舛 谷 雅 広

農林政策課長 藤 村 幸司朗

農業経済課長 本 藤 昌 泰

農業経済課販売戦略室長

本 郷 正 史

農山村振興課長 阿 部 浩 樹

水田総合利用課長 草 彅 郁 雄

水田総合利用課秋田米ブランド推進室長

加賀谷 由 博

園芸振興課長 黒 澤 正 弘

畜産振興課長 畠 山 英 男

水産漁港課長 大 山 泰

林業木材産業課長 清 水 譲

森林整備課長 三 森 道 哉

委員長（会長）

ただいまから、本日の委員会及び分科会を開きま

す。

昨日に引き続き、農林水産部関係の所管事項の審

査を行います。

質疑を行います。質疑は各課室一括して行います。

三浦英一委員（分科員）

令和４年産米の生産の目安についてお聞きします。

６日に県農業再生協議会の臨時総会が開かれたとの

ことですが、この協議会の副会長は佐藤部長がやっ

ていらっしゃるので、詳しいところまでお聞きでき

ればと思います。まず、令和４年産の主食用米が、

３８万９,０００トンという目安ですが、この目安

を作ったのは平成１８年からでしたか。

水田総合利用課長

以前は、行政から米の生産数量を配分する形で農

家を促していましたが、平成３０年産米からその配

分がなくなり、いわゆる目安という参考数値の形で

提示してきています。

三浦英一委員（分科員）

それで、生産の目安の設定を始めて以降、最少に

なったということでした。この辺を見ると、今新品

種のサキホコレで盛り上がっているところで、生産

者の方々にとってはちょっとがっかりしたところが

あったのではないかと思うのですが、その辺はどん

な感じに受け止めていますか。この協議会の事務局

は課長のところでしょう。

水田総合利用課長

今回の目安の提示に当たりましては、目安として

は過去最低水準というかなり厳しいメッセージを現

場に送るということで、内部でも相当検討した結果

ですが、実際現在の販売状況としまして、県産米の

在庫については最大１２万トンが上限と考えており

ます。供給量が安定する１０万トンから価格が安定

する１２万トンの間に収めることで販売環境が安定

するのですが、今は令和２年産米の在庫を抱えなが

ら、令和３年産の新米を売っていくという大変厳し

い状況です。この令和３年産米が仮にまた在庫とし

て上積みされていくようなことになれば、この後の

生産から販売に至る影響があまりにも大きいため、

令和４年産米でいったんけりをつけなければならな
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いということで、はじき出した数値でございます。

ただ、秋田県は全国第３位の米産県ですので、全

国の供給量に占める県産米のシェアは一定程度維持

した上で目安を設定するということで、目安の算定

に当たっては全国の総量に占める秋田県の比率を落

とさないという要素も入れた上での目安です。

三浦英一委員（分科員）

それで、新聞報道によると協議会の副会長である

佐藤幸盛部長が、「生産、販売環境は依然として厳

しいのですけれども、大豆や飼料用米の転換を進め

て生産者の所得が維持できるよう支援していく。」

というコメントを出しているのですが、具体的には

どんなことを考えているのか、部長のお話をお聞か

せください。

農林水産部長

今年も同じなのですが、まず生産調整に対する国

のいろいろな補助の枠組みとして産地交付金という

のが１つと、それから国の直接支払交付金もありま

す。あとは今年度緊急的にやった水田リノベーショ

ン事業という別建ての補助金のようなものや、連携

助成という形 それも別枠の もあります。産

地交付金と水田活用の直接支払交付金は恒常的な予

算として、大体国で３,０００億円ぐらいコンスタ

ントに計上されています。当然全国的に面積が増え

てくれば足りなくなるわけですが、そういう中で緊

急的に別建ての予算ということで、来年度 今、

国の補正予算で検討されていますが、予算的には今

年よりもかなり増額されるという要求になっていま

すので、それをいかに使って進めていくかというこ

とです。今までもそうなのですが、基本的に主食用

米と転作して作ったものの収益の差があり過ぎれば

誰も転作しなくなるわけで、少なくとも大体同じぐ

らいのレベルになるようにしないと、なかなか主食

用米をコントロールできません。まずは、国の予算

を積極的に獲得して使っていくということで、それ

はこれまでも同じスタンスです。あとは国の予算の

いろいろな細かい要件がありますので、そこをいか

にマッチングさせていくかということはありますが、

方向性としてはそういうことになります。

三浦英一委員（分科員）

最後にしますが、いずれまずは来年度、生産者が

意欲を失わないように、是非副会長の立場としても

リーダーシップをとって、何とか生産者が意欲を持

ってできるようにしていただきたいと思います。よ

ろしくお願いします。

農林水産部長

委員が冒頭申されたように、来年はサキホコレが

デビューする年になります。サキホコレは厳しい販

売環境の中でデビューするのですが、逆に厳しいが

ゆえに、新しい品種の投入は秋田米を刺激するある

意味チャンスにもなると捉えています。まず今はみ

んなで強い北風をしのいで、来年からはそのコート

を脱いで、少しまた上を向いていけるようにしたい

というふうに そういう意味では今年はしのぐ年

という形になると思うので、ここはまず一致団結し

て取り組んでいきたいと思います。

小山緑郎委員（分科員）

葉たばこの廃作について伺います。今こういう状

態ですのでこれはやむを得ないと思うのですが、県

としては葉たばこ耕作者に対して、いずれこれはだ

んだんなくなっていくと見ているのですか。またど

のように今後の廃作を求めていくのか、その方向性

をお聞きしたいと思います。

園芸振興課長

今回１０年ぶりの大規模な廃作があったわけです

が、国内の葉たばこの総需要の趨勢を見ると、この

先もやはり減っていく方向性にはあると思います。

面積が減っていくことに対して、中央の生産者団体

が今後１０年は減らさないという約束を取り付けて、

条件付で応じたという経緯もありますが、トレンド

としてはやはり変わらないと思っています。ただ、

今すぐたばこがなくなるという話でもありませんし、

また、特に中山間地域での換金作物として葉たばこ

には非常に重要な役割もありますので、県としては

引き続き施設の導入や機械の購入、あるいは生産資

材の購入のための資金の貸付けといったもので生産

者を支援していきたいと考えています。

鈴木健太委員

サキホコレの販売戦略について伺います。ブラン

ド化戦略と載っていますが 先月はキックオフイ

ベント、先行販売、プレデビューといろいろやられ

ていて、実際に首都圏でも店頭に並んでいる状態だ

と思いますが、その後どういう売行きになっていま

すか。真偽は不明ですが、ネット上でも、もう既に

価格が下げられているみたいな話もちらっと聞いた

ことがあるので、その辺のリサーチやフォローはど

のような状況になっていますか。

水田総合利用課秋田米ブランド推進室長

まず最初に、販売状況について説明させていただ

きたいと思います。

１１月６日から全国一斉に先行販売をスタートし

まして、ちょうど１か月たった時点です。県内と県

外に分けて販売状況を説明させていただきますが、

県内においては県民の皆様の関心が非常に高くて、

既に多くの小売店で完売となっています。今後は、

道の駅で１月まで、また県の観光施設 例えば空

港だとか、ふるさと村だとか、アトリオンだとか、

そういうところで３月まで、量は少ないのですが継

続して販売を進めていく予定です。

また、県外におきましては、米穀専門店あるいは
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高級スーパーでの販売が順調で、追加注文があって

もお断りしている状況です。そういうお店では、対

面での説明や販促資材を使ったＰＲ、こうした丁寧

な販売をしていることが順調な売行きの要因ではな

いかと考えています。また、量販店における販売も

先行販売の１１月６日から若干遅れて、１１月中旬

から本格化しているところです。消費者の認知度は

まだまだ低いため、量販店におきましては売行きは

まちまちといった状況です。いずれオリジナルのＰ

ＯＰ（店頭で活用される販促用品のこと。）などを

販売店に提供しながら、工夫を凝らして効果的なＰ

Ｒに努めたいと考えています。

それから値下げの話で、実は私どもも昨日ネット

でその記事を見まして、東京事務所の職員に現地を

確認させたり、あるいは東京にあるＪＡ全農あきた

の消費地販売事務所に話を聞いたところ、全国にチ

ェーン展開している大規模な量販店の、首都圏の大

規模なスーパーでの出来事ではないかとのことでし

た。それで、通常あきたこまちみたいに周年供給し

て、大量に生産して需要もいっぱいあるような米で

あれば、一定量をスーパーに届けて、それがなくな

ればまた次のものを届けるといった継続的な取引を

していて、基本的には在庫が発生しないような形に

なっていますが、サキホコレの場合は全体でも４０

０トンしか生産しないというもともと供給量が少な

い中で、一気に購入して一気に売り切るために、そ

の量販店ではある程度まとまった数量を購入して、

どんとそのまま置いたようです。精米したら大体１

か月ぐらいたてば消費のローテーションで入替えの

時期になってしまいますので、結果的に一部が売れ

残る形になって、最終的には値引きで対応したとい

う状況で、昨日東京事務所の職員に確認したところ、

５袋ぐらい売場に残っているという話でした。

いずれ今年はテスト販売ということで、どういう

お店で売れるか、どういう価格帯であれば売れるか、

その辺をリサーチして、来年度以降の販売戦略に反

映させていこうと思っています。仮にサキホコレが

あまり合わないお店であれば、来年は違うお店で売

るなど、そこら辺は来年度の販売戦略に生かしてい

きたいと考えております。

鈴木健太委員

それを聞いて安心しました。今年はテスト的にと

いうことで 当初からハイエンド米、高級路線で

いくのであれば、明らかに量販店の客層にそう受け

るものではないのではないかと思っていました。そ

こに何百円も値下げされた札が並んでいること自体

ゆゆしき事態だと思いますので、それを避けていく

ということがよく分かりました。

石田寛委員（分科員）

関連してあきたこまちの関係で、以前関西に視察

に行って、レストランで「あきたこまちはおいしい

だろう。」という話をしたとき、「全然おいしくな

い。」と言われたときがありました。なぜそうなの

か。いわゆる米の販売店で購入している場合はブレ

ンドしているわけで、パーセントでどれぐらい入っ

ているかによって、あきたこまちなどと書いている

ことがあるでしょう。ブランド化していくことにな

れば、生産県から直接流通に持っていって厳しくや

っていかないと、どうしてもそういうものが……。

あきたこまちの場合は全国に出回っているわけです

から、いろいろな形で混ぜ合わせて売られている場

合もあるだろうし、あきたこまちの量を見ればちょ

っと心配な面もあります。どうやってそれを、紛ら

わしいものが出ないようにやっていくのかというの

が一つの課題になるのではないかと思っているので、

そういう点で何か考え方がありますか。

水田総合利用課秋田米ブランド推進室長

御指摘のとおり、確かな品質の物だけをしっかり

と市場に供給することがブランド化の一番の肝のと

ころ、大切な部分であると思います。そのため、サ

キホコレにつきましては、まず地域で集荷業者を中

心とした生産団体を組んで 例えばＪＡですが

その集荷業者が生産から出荷まで一元的に管理し

ていくことで、そういった変な米が出ないような産

地の体制を整えたいと考えています。

また、今度は流通の面ですが、例えば特定の米穀

専門店や高級スーパーだけにターゲットを絞るので

あれば、御指摘のとおり産地で精米したものだけを

お届けするのが一番確実な方法ではないかと思うの

ですが、ただサキホコレの場合は、将来的には首都

圏で通年販売できるぐらいの数量 具体的に言え

ば令和８年度に２万トンぐらいの数量を予定してお

ります。どうしてもこうなりますと、例えば首都圏

の卸が玄米で仕入れて、その卸から量販店に供給す

るといった流れがなければ、首都圏で周年供給して

全国のトップブランドになるような米として認知さ

れないのではないかと考えています。基本的にその

２つの流れ 産地精米と、首都圏の卸が精米して

販売店に卸すという２つのルートがあるわけですが、

いずれもどの販売店に卸すかという計画書を生産団

体に事前に出してもらうとともに、販売出荷が終わ

ればどこに何トン出したという報告書も出してもら

う形にしております。そうした書面の報告書でしっ

かりとした売り場に供給されているかどうかを確認

することと、それから農業団体などとも連携して、

それぞれのお店で変な売られ方をされていないかど

うか これは全部というわけにもいかないと思い

ますが、抽出して、ある程度の数量を毎年確認した

いと考えています。こうしたことで、流通と品質の

確保を図ろうと考えています。
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石田寛委員（分科員）

おっしゃるとおりに進めばそれはそれでいいので

すが、過去の例を見ると中にはおかしな集荷業者も

いました。くず米でもいいからと集めて歩く業者が

いたわけで、それがみんな関東、関西まで流れてい

って、結局ブレンドされて、あきたこまちの袋で

袋だっていろいろと作られるでしょうから 売

られます。そういう形でだまされて買ったレストラ

ンがまずいと言うので 視察に行ったとき、まず

いと言われてびっくりしたときがあって、どこから

買っているのだという話になっていったのです。結

局秋田から直接売るか、あるいは指定する販売店

例えば比内地鶏の場合は、専門のお店だから比内

地鶏を販売できますというふうに協会のステッカー

を販売店に貼っていますが、秋田県で何かステッカ

ーを作って、ここは確かな物を売っていますと販売

店を指定するとか、何か今まで以上に厳しくやって

いかないと、今はまねの時代ですから、まねをされ

て困るのではないのかと。比内地鶏のひなが手に入

らないかと東南アジアから来た人もいました。何で

も手を出すグループもあるわけですから、そこは十

分に気を付けていかなければならないと思いますが、

その点について自信のほどはいかがですか。

水田総合利用課秋田米ブランド推進室長

実は、確かな流通を確保するために、今正に委員

から御指摘のあった登録販売店制度をサキホコレで

もやりたいと考えています。確かな米を売っている

ことが確認された店については、ポスターみたいな

ものになるか今はまだ分からないのですが、サキホ

コレの認証店だとわかるものを出すとともに、県の

専用ウェブサイトに掲載して、ここに行けば確実に

しっかりとした米が買えるという情報を発信し、サ

キホコレの品質の確保に努めてまいりたいと考えて

いるところです。

石田寛委員（分科員）

素案（新ふるさと秋田農林水産ビジョン素案）の

説明を受けました。果樹の売上げが８４億円となっ

ているのですが大丈夫でしょうか。例えば横手市は

去年の大雪でかなりダメージを受けて、今年もまた

異常な夏の暑さでしたから、大きく成長しなくて小

玉となったため４割ぐらいの減収になったなどとい

うことで、離農する方がいるのではないかという話

も漏れ聞いているのですが、そのように果樹農家が

どんどんやめていく状況にあるのですか。そういう

ことからすると、この８４億円の売上げを維持して

いくためにどうするのですか。

今回、横手市は地域的に果樹の被害が一番多かっ

たわけで、離農しないような支援策として何か考え

ていたのか、どういう方向で果樹農家とうまく連携

が取れているのか。そういうことも含めて、８４億

円を維持するための方策をどう考えているのか。や

はり若い人が入ってこないと、もったいないですが

廃園 やめてしまう方が多いわけでしょう。そこ

をどうやって維持していくのかという考えがあった

らお聞かせください。

園芸振興課長

御指摘のとおり、産地は非常に大きなダメージを

受けています。系統販売で見ますと、リンゴ、桃、

桜桃なども軒並み下がっていました。ブドウも下が

っています。リンゴや桃では４割減、ブドウでは５

割ほど減っているという状況になっています。

それで、廃園だったりやめる人がいることもまた

事実でして、ＪＡ秋田ふるさとの場合は会員数の８

％ということで１００人ぐらい減っていますし、Ｊ

Ａこまちでも１０人ぐらい減っています。あわせて、

廃園ということで、もう木を切ってしまった園地も

一定数出ているとのことで、産地の存続が非常に危

ぶまれるような事態がこの春から生じてきています。

県としては６月に補正予算を計上させていただき

ました。雪害を乗り越える果樹産地復興事業という

ことで、大きくは産地の維持ということと、雪に強

い産地づくりの２つの柱でやってきています。その

中でも産地を維持するためのものとして、今一番大

事なのは基盤である樹体を復旧させなければいけな

いということです。補植、改植は大体４割ほど終え

ていますが、これはちょっと年数が掛かるので年次

的に進めてまいります。応急的な復旧や果樹棚の復

旧は、ほぼ１００％終わっているという状況です。

あと、人の話、土地の話ということになると思い

ますが、やはり人を確保することで担い手が育つの

で、例えば篤農家での新規就農者の研修をこの事業

の中でやったり、あるいは雪害の技術を特に勉強す

るような講習会だったり、あるいは先々を考えると

防除組織のオペレーターが足りなくなるということ

で、そういった方々の若手に対する講習会を予算化

して、それぞれ人数を定めてやってきているといっ

た状況です。

あわせて、廃園が一定程度発生しているのですが、

様子を見て、今年が駄目だったらまた木を切るとい

う方が出てくるかもしれません。そういった方々が

廃園に向かわないように、樹園地のマッチング推進

員を２人委嘱しております。現場に足を運んでいた

だいて、どういった意向を持っているのか、どうし

ていきたいのかとか、もし人に渡したいのであれば

どなたか受ける人はいないかとか、そういった相談

活動を実施しています。

石田寛委員（分科員）

いずれ若い人が入るためには、県の指導体制が十

分かどうかというところが非常に力になります。前

に鹿角の方から、職員が鹿角ではなくて北秋田から
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来るので時間が掛かる。もっと身近な振興局にいて

くれたほうが助かるとか、非常に心強いという話が

あったのですが、今はどうなっていますか。果樹の

指導は北秋田から行くのですか。

農林水産部次長（齋藤正和）

果樹の普及員の話だと思いますが、今どこの地域

振興局にも必ず１名は果樹の担当がいますので、各

地域振興局で果樹の指導をしています。おっしゃっ

ているのは鹿角の昔の果樹試験場の分場 今はか

づの果樹センターと言いますが、そこにも数名おり

まして、あちらの職員も実際は指導をしています。

いずれ振興局にもそういう普及員がいて、どちらも

一緒にやっています。

石田寛委員（分科員）

それならいいです。非常に心強いので、すぐ来ら

れるようなところにいてくれれば助かるという話を

果樹農家から聞いたのです。だからそういう意味で、

横手の農家の方々が廃園にならないためには、しょ

っちゅう会えるような環境を維持して、気持ち的に

張り合いを持たせることも大切だと思います。この

１年を振り返れば横手方面は大変な年でしたから、

そこはひとつ心のケアみたいなものもありますので、

是非仲良くいろいろと教えていただければありがた

いと思います。

この素案の大きなところでいけばＳＤＧｓとかカ

ーボンニュートラルで、何十年までに半分だとかと

いう話 有機農業を何％にするとか、農薬を何本

減らすとか、化学肥料を幾ら減らすとかという一定

の目安を菅政権が出したわけですよね。今回のこの

素案を作るに当たって、国が出したＳＤＧｓやカー

ボンニュートラルの指針に対してのそういう数字は

どのように含まれているのですか。昨日説明もあり

ましたが、大体でいいので、「ここにちゃんと入っ

ています、活かされています。」というのがあった

ら教えてください。

水田総合利用課長

このビジョンの中でＳＤＧｓとして直接数値化し

たものではなく、国のみどり戦略（みどりの食料シ

ステム戦略）に対応するということで、本年３月に

秋田県有機農業推進計画を改定していまして、その

計画の中では現状の有機農業の面積が４７７ヘクタ

ールであるものを５００ヘクタールまで伸ばしてい

こうと目標を定めています。有機農業はなかなか課

題が多く、除草等の人手の問題、それから化学肥料、

農薬をなかなか使えないということで面積が減少傾

向にあるのですが、これにいったん歯止めをかけて、

計画では令和７年度までには５００ヘクタールまで

増加に転じさせたいということで目標設定をしてい

ます。

農林水産部長

もう少し具体的に言えば、素案の４０ページに農

業関係のいろいろな指標が新規就農者数からずらっ

と並んでいまして、この中の上から５つ目の環境保

全型農業の取組面積、これがそのみどり戦略だった

り、今の環境系に配慮した話になります。それから、

４４ページの林業のほうで、再造林面積だとか、素

材生産量を伸ばすだとか、スギ製品出荷量などは循

環系の話になりますので、それに対応したという形

になります。

石田寛委員（分科員）

この前の一般質問で、小松先生の有機農業の関係

の質問に大潟村が中心だと答弁していました。大潟

村中心だけではなく、これを県内にどのような形で

広げていくのかと思いますが、これから具体的にど

うするか、いろいろな地域的な目標などは素案がで

きてから出てくるのですか。

農林政策課長

素案の４１ページの方向性２のところに、今回の

みどり戦略を含めて新たに項目を１つ打ち出したと

ころです。これは前回までのビジョンの中にはなか

った項目で、この中で特に主な取組の（２）番「環

境に配慮した防除・施肥技術の開発」という項目に

ついては、まず技術開発をきちんとしないことには、

国が掲げた将来的には４分の１を有機農業で賄って

いくという目標が達成できないことから、まずは国

と連携して技術開発をきちんと進めていこうという

ことです。それから、（５）番にはその足がかりと

して、有機農業や減農薬、減化学肥料の普及拡大を

進めていこうという形で、こちらとしても一歩目を

きちんと踏み出せるような準備をこのように位置づ

けたところです。

石田寛委員（分科員）

いずれ国のみどり戦略によるパーセントまで出て

いるので、農業県秋田のアピールの仕方としては、

これからそういう課題に対しては先進県と言われる

ように数字とかいろんなものを出して、この４年間

で、「ああ、秋田県頑張っている。」と言われるよ

うにそれぞれ取り組んでいただければありがたいと

考えたところです。

それから、小規模農家に対する支援についても、

いろいろとサポートしていくという答弁を頂いてい

ましたが、条件不利農地を借り受ける経営体の支援

はどういう……。例えば前は農協の話をしていまし

たが、変な話、農協でもそんな条件不利地域ではガ

ソリン代にもならないのではないかという陰口もあ

ったぐらいで、大変だと思うのです。現在経営体が

増えているとのことですが、状況をお知らせくださ

い。

農林政策課長

県北では、ＪＡが出資した法人があります。そう
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いったところは、なかなか中心的な担い手が受けな

いようなところを受けてくれるという話で、端っこ

の 要は条件が悪いところだけ集まってきて非常

に経営が良くないという実態が過去にありましたが、

確かに今もその状況はあまり大きく変わっていない

のが現状です。誰かが受けないとそこの農地は基本

的に荒れてしまうので、まずは農地中間管理機構、

いわゆる農業公社を使って担い手に受けてもらうと

きに、そこに隣接しているちょっと小さな区画も併

せて借りてもらえるような施策を、条件不利地域と

いうことで今年度まで賃借料１年分を助成するよう

な形で応援したという経緯があります。その数字が

ある程度出てきていますので、そういった取組をき

っかけにして、何とか荒らさないというのが１つの

方向性です。

それから、もう１つは国で今盛んに検討されてい

るのですが、いわゆる食糧増産時代に様々に入り込

んで開墾した農地があります。そういったところは

ほとんど畦畔（水田を囲む盛り土部分のこと。）が

分かるか分からないかぐらいの状況になっている部

分もありまして、こういった農地を農地のままにし

ておくのか、それとももう一度植林をして山地に戻

していくのかという辺りを地域の話合いで決めても

らうような方向性について、今国でも検討されてい

ます。そういった大きくは２つの視点で、使えると

ころは何とか使って、使えなくなったところは戻し

ていくような対応もこの後考えていかなければいけ

ません。

石田寛委員（分科員）

それはありがたいです。前に、もう後継者がいな

いから田んぼに木を植えたいという方がいたのです

が、それは駄目だと市役所から言われたという話が

あったので、そういう使い分けができるようになれ

ば大変ありがたいと思います。県としての考えを国

に反映して、土地を遊ばせないようにするためにど

ちらを選択するか。そういう取組は進めていただけ

ればありがたいと思います。

あとは、来年産米の面積がかなり減るのでびっく

りしているのですが、あまり水田が減り過ぎると雨

が降ったときに大変です。田んぼが減ると近くのた

め池までなくなるのです。だから、雨が降ると結局

住宅地にどっと水が出てくるのです。ふだん雨が降

ってもあまり水があふれることはなかったところが、

最近はあふれるというか、今までと違う場所があふ

れてきます。それは、上流の田んぼが使われていな

くて、その近所にあるため池が水をためていなかっ

たとか、そうやってため池までほかのものに転用さ

れている例があるのです。そういう意味で、昨日も

話がありましたが、飼料米でもいいので水田そのも

のはできるだけ減らさないような施策を展開してい

ただければありがたいと思います。その点について

はいかがですか。

農林政策課長

この議会の一般質問への答弁の中にも、水田をフ

ル活用しているという言葉を何回か使わせていただ

きました。正に使えるものであれば全部使って、食

料供給基地としての自負もありますので、そうした

視点からもきちんと作物を作っていただけるような

施策を組んでいくのが我々の使命だと思っておりま

す。飼料用米は今のところ多く作付していますが、

国では今５年間水張りをしない水田は交付金の対象

にしないという考え方も示してきたところでありま

して、そういった意味では田畑をきちんと輪換して

いくような 従来であればブロックローテーショ

ンを組んで大豆と稲を回していくといった施策など、

過去に取り組んだことももう一度検証しながら、秋

田県としてどうやって農地をフル活用していくかと

いう視点で取り組んでいきたいと考えています。

石田寛委員（分科員）

収穫を終えた後で水止めをきちんとやっておけば、

雨が降ったときに田んぼに水がたまるから里のほう

が非常に助かる場合があるので、是非そういう方向

で進めていただきたいと思います。

最後に１つ、遊休になっている畑が増えてきてい

るので、「もったいないのになぜ作付しないのです

か。」と聞いたら、「畑が低くてちょっと雨が降る

と水がたまるので、野菜に向かない。」とのことで

した。一回カボチャを植えたら全滅して後処理で難

儀したから、後処理で難儀するよりは植えないほう

がいいとやめてしまったわけです。そういう水はけ

が悪い、道路よりも低い畑の改良に何か補助事業は

あるのですか。

農山村振興課長

遊休農地については近年増加している状況があり、

その理由としてはやはり条件が悪いということで増

えている状況もあります。排水の改良であるとか、

営農につなげるような事業としては国の補助事業も

ありますし、県としても遊休農地の対策事業を今年

６月に補正させていただきました。畑として今後利

用してもらえるような農地につきましては、若干の

予算ではありますが農家に交付して そういった

営農の条件を整備するような事業もあります。

石田寛委員（分科員）

それは、栄養のある盛土をするようなものに対す

る補助金ですか。

農山村振興課長

土層改良や客土への国の助成制度がありまして、

そういったものを利用していただければと考えてい

ます。

石田寛委員（分科員）
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県内にそういう制度を利用して畑を活用している

方もいるのですか。最近ありますか。

農山村振興課長

畑ではありませんが、今ほ場整備の中で戦略作物、

野菜等を作付するためにそういった制度を活用して

いる地区もあります。畑に関しては把握しておりま

せんが、国の定額の助成制度を利用しているところ

もあると考えています。

石田寛委員（分科員）

先ほどから言っているように、田んぼが減ってた

め池がなくなって、雨が降るとどっと水が畑にあふ

れて畑が使いにくくなって、野菜が全滅してしまう

場合が結構あるようなのです。そういう意味で、今

こういう制度があるのならば、例えば農協を通じて

広く宣伝していって、畑を改良して野菜を植えて

意欲的な農家がいても、また失敗したくないとい

うことで遊ばせていることがあるようなので、是非

アピールして畑を生かすようにしてもらえればあり

がたいです。

農林水産部長

田んぼの場合もあるのですが、遊休化しているも

のは復活させて もう一回条件整備して使うとい

うので、新規就農者が国の事業を使って整備した例

もあります。あと、先ほど農山村振興課長が言った

ように、もう少し小規模な形で、集落のみんなで管

理して 病害虫の巣になったりするところもある

ので、みんなで管理していこうという事業を県単独

で補助しています。国のほうはある程度要件、ハー

ドルがありますので、その下の部分を手当てして、

できるだけ遊休化を防ごうという流れで今やってい

ます。

もう一点、農地中間管理機構は田んぼの遊休化解

消に一生懸命取り組んでいますが、畑や樹園地のほ

うも実はやっています。あとはいぶりがっこ用に畑

を集積するということもやっていて、徐々に畑のほ

うにも手を出してきています。農地を農地として維

持していくことが食料安全保障やいろいろな観点か

らも大事なベースの部分だと思うので、取り組んで

いきたいと思います。

石田寛委員（分科員）

地域振興局などを通じて、今のような制度がある

という宣伝に力を入れてください。農地を遊ばせた

くないが、雨の被害で使えなくなって仕方がないと

諦めている農家が増えているのです。水田農地が減

ったので水害が出ているのではないか、私はそう思

っています。それに強い畑地ができれば、それにこ

したことはないわけですので、是非取組に力を入れ

ていただくよう要請して終わります。

加賀屋千鶴子委員

農林水産ビジョンの素案１５ページ、「本県農林

水産業の特色」の一番下の食料自給率のところに、

米を除いた自給率が２５％と低いという記述があり

ますが、この間複合経営を頑張ってきているわけな

ので、この２５％は上がってきての２５％なのか、

それとも下がってきての２５％なのか、その辺を教

えてください。

委員長（会長）

暫時休憩します。

午前１０時４７分 休憩

午前１０時４７分 再開

委員長（会長）

委員会を再開します。

農林政策課長

２５％は令和元年の数字ですが、その前と比べて

上昇傾向になっております。平成２９年が２１％、

平成３０年が２１％、令和元年が２５％という数字

になっています。

加賀屋千鶴子委員

この間米だけではなく、いろいろな園芸作物にも

力を入れてきて、複合経営については一定の成果が

見えていると思うのです。ただ、所得という点では、

この資料にもあるようになかなか伸びていない

伸びてはいるけれどもまだ東北でも一番下というと

ころです。なりわいとしていくとすれば、やはりそ

こが課題だろうと思うので、そこを打開していくと

いうことです。あとは先ほどから出ている担い手を

作っていくという話も、やはりそこが一つのハード

ルになります。なりわいとして成り立たなければ担

い手もなかなか生まれないと思うので、その状況を

踏まえて今後の対策を見ると、今までのことを大き

く変えていくような方向性はなかなか見えないと思

いました。県だけではなくＪＡも含めて協力しなが

らやっていくということだと思うのですが、そこは

どのように考えているのでしょうか。

農林政策課長

農業産出額について少し分析した数値の話をさせ

ていただきたいと思います。令和元年の数値と、こ

の農林水産ビジョンが始まる前の平成２２年の数字

を比較すると、農業産出額の伸び率は１２９.３％

となっていまして、これは全国１位になっています。

米と米以外に分けてみますと、米の伸びは全国２位、

そして米以外は全国１３位という数値です。全国順

位は、秋田県の場合、大体１９位から２０位を行き

来しているのですが、それに比べても米以外のとこ

ろはかなり善戦しているのではないかと見ています。

それから、令和元年の農業産出額と販売農家数を

比べて分析したものもございまして、こちらの数値
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も説明させていただきたいのですが、秋田県の米以

外の農業産出額を販売農家１戸当たりで割りますと

東北第６位になります。ただし、畜産を除きますと、

東北第３位に上がってまいります。一番言いたいの

は、畜産の企業系の産出額が特に他県と比べて秋田

県の場合は少ないので、産出額に与えている影響が

大きいというのが、こういった数値を見ていただけ

ればお分かりになると思って御紹介した数字でした。

これまでメガ団地をはじめとして野菜を中心に拡大

して、そしてまた大規模畜産団地でも他県との差を

少しでも埋めたいということで、産出額の増加に寄

与できるようにということもあって取り組んできた

ところです。そういった数値が産出額にも少しずつ

出てきているところですので、この後の方向性とし

てはこれまでの取組と違うのではなくて、これまで

の取組を踏まえた上で更に進めていくことが重要な

のだろうと捉えております。

したがって、関係機関や、当然ＪＡも含めて市町

村の応援もいただかなければ、こういったことはな

かなか進みませんので、農業関係に携わっている機

関が一体となって農家のやる気を後押しできるよう

な施策を組みながら、秋田県農業が一歩でも前に発

展するように応援していきたいと考えています。

加賀屋千鶴子委員

先ほど私が言った所得の部分で、ちょっと認識に

違いがあったのかもしれません。農協の組合の方た

ちでやっていた学習会に参加したときに、県立大学

の先生が秋田県農業の展開方向と農協の役割という

講演をしていて、そのときの資料を見て発言したの

ですが、その中でも複合経営の成果は出ているとい

う評価をされていました。ただし所得を上げるまで

にはまだ至っていなくて、そこをどうするかという

ことが求められているのだろうと思うのですが、そ

れは先ほど答弁いただいた内容だと思いましたので、

分かりました。

それで、いろいろと頑張ってこの間新規就業者も

連続して７年ですか、８年ですか、２００人を超え

ている状況もありますが、全体としては農家は減っ

たりしているわけですよね。そういう中で、食料供

給基地としての役割だとか、この間非常に強調され

ている 先ほども議論がありました 環境、土

地の保全ということなども含めて進めていくときに、

私はもっと、市町村やその地域にお住まいの農家の

人たち、住民の方たちと一緒に、このエリアではど

ういうものを作っていくなどという議論を積み重ね

ていかないと進まないのではないかと感じているの

ですが、その辺についてはどうお考えですか。それ

から、このビジョンを作るに当たって、そういうＪ

Ａ関係の皆さんや市町村など関係する方たちとの議

論はどのように進めているのか、これから進めてい

くのかをお知らせください。

農林政策課長

ビジョンの関係の意見をどのように吸い上げてい

るのかにつきましては、各地域振興局がきちんと農

家にも巡回をしている中で、様々な困り事等がない

か、それからどういった取組が欲しいかといったと

ころからいろいろな聞き取りをして、こちらにフィ

ードバックしてもらっています。そういったことも

踏まえながら、このビジョンの取組を進めていると

ころです。特にサキホコレをはじめとした県産農産

物のマーケティングに関する意見 要はブランデ

ィングをきっちりして、高い値段で売ってほしい、

そういった取組を強化してほしいというような声や、

それから一般質問でも何回か話題になっております

が、漬物の関係で基準が厳しくなることもあって、

６次産業化に対する取組や支援を強化してほしいと

いうようなこと、あるいはドローン等のＩＣＴ関係、

スマート農業関係の導入促進、こういった声を様々

なところから頂いています。当然市町村を含めて、

我々もこの後またこういった素案を示しながら、足

りない部分がないかどうか、更に強化する部分等に

ついて意見交換させていただきたいと考えています。

農林水産部長

多分委員の質問は、産出額がいろいろと伸びては

いるが所得とのリンク性がどうなのかという辺り、

あとは地域でもっと考えてやるべきではないかとい

う話だと思います。産出額は今までの形でまず伸び

てはきていて、それが所得として実感できているか

という部分だと思います。そこについては、大ざっ

ぱな話をすれば、産出額が伸びていて農家戸数が減

っていれば当然ながら１人当たりの売上げは増えて

いるはずなので、それなりには伸びているのだろう

と思います。

ただ、我々が一番考えなければいけないのは、今

の若い人たちが職業として農業に就いて、結婚して

子供を育てて学校にやって卒業させていくという、

そういうライススタイルを農業でできるかというこ

とです。そこを作れなければ若い人が入ってきにく

い業種になってしまうので何とかしなければいけな

いということで、次のプランの中ではある程度企業

的な経営といいますか、しっかりした給料、所得を

勝ち取れる経営体を育成していかなければいけない

という 全体のパイを大きくすることと、しっか

りした経営体を作っていくこと、その二本立てでア

プローチしようとしています。

その進め方について、今までは県でネギだ、枝豆

だなどと旗を振ってきたのですが、そろそろそれぞ

れの地域でどういう作物が合うのかとか、農協でも

農協なりにいろいろな品目が絞られてきています。

そこは、これからは県が旗を振って先頭に立ってい
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くのではなくて、むしろ自分たちで考えたものを後

ろから応援しましょうということです。このビジョ

ンもそのような形で、今回の一般質問で知事答弁さ

せていただきましたが、地域で品目を選んで、それ

を県がメガ団地を作ったりしてバックアップしてい

きます。特にこれからは中山間地域でのほ場整備が

増えていくので、地域での話合いが非常に重要にな

ると思います。そういう意味では地域の主体性を生

かした形をこれから作っていきたいということで、

全体のパイを大きくする、経営としての力をつける、

地域で振興作物を考えるという、この３点で進めて

いければと考えています。

加賀屋千鶴子委員

分かりました。なかなか課題も大きいわけですが、

秋田のこの先何十年のことを考えたら、本当に今難

儀ですが頑張って、食料をきちんと提供していける

ようなところを目指さなくてはいけないと思います

ので、一緒に考えていきたいと思います。よろしく

お願いします。

石田寛委員（分科員）

農家民宿について、コロナ禍の中ですが推移や現

況についてお知らせください。

農山村振興課長

農家民宿の利用については、やはり観光業と同じ

くコロナの影響を受けて少なくなっている状況です。

県としても、観光部局のほうで利用促進の様々なキ

ャンペーンを実施しておりますが、農家民宿を利用

していただけるような取組として県も説明している

状況です。

石田寛委員（分科員）

冬は何か特筆すべきことはありますか。

農山村振興課長

今のところ、農家民宿や農家レストランの魅力を

ＰＲするために、２月か３月に入ってからイベント

等を開催して、利用促進に向けた県民へのアピール

をしていきたいと考えています。

石田寛委員（分科員）

びっくりしたのですが、ゴルフ場でキャンプした

いと東京から申込みがあって、貸すのだそうです。

子供たちが遊べるそりと、大人が遊べるスノーボー

ドをゴルフ場が用意して どれぐらい来るのか分

かりませんが、ゴルフ場はスキーもできるし、歩く

スキーもできるし、雪の中でテントを張って体験し

たいというお客さんが来るというので、そりやスノ

ーボードを用意したとのことです。だとすれば、農

家民宿であれば近所の田んぼを好きなだけ走れるわ

けです。それで食べ物はゴルフ場よりも農家民宿の

ほうがいいのではないかと思うので、ちょっと検討

してみたらどうかと思いました。大館のゴルフ場の

話ですが。

農山村振興課長

大館のほうでもかなり多くの民宿が開業しまして、

インバウンドも含めて利用されているところです。

先ほど委員がおっしゃったとおり、利用の仕方とし

て農業体験という農村での体験 特に秋田は雪と

いう魅力もありますので、そういう体験メニューを

開発、検討している農家民宿や施設があることを、

お客様に分かるようにＰＲしていきたいと考えてい

ます。

石田寛委員（分科員）

地元の方々が発想しないようなことが、雪の経験

のない都会の方々の考えなのです。まさか雪の中に

テントを張ってそこで暮らすなんて、私たちの中で

は普通考えられないではないですか。ところが、そ

ういう体験をしてみたいという都会の人が今年出て

きたわけです。そういう意味でメニューを作るに当

たっては、都会に住んでいる方々が田舎に何を求め

ているのか、東京事務所の方がいろいろな情報を探

って 私たちでは分からないようなメニューが必

要ではないのとちょっと思ったので、検討してみて

ほしいと思います。

農山村振興課長

大変ありがとうございました。アンテナを高くし

てどういったニーズがあるのかを調査して、今後の

推進に向けて頑張っていきたいと思います。

鈴木健太委員

畜産のブランディングの話が出たのでお聞きしま

す。白神ラムというのがありますが、あれは本当に

知る人ぞ知る幻のラムということで、大部分を都内

の一流ホテルに卸しているそうです。私は経営者の

方を知らないのですが、これをもうちょっと大きく

していく方向性というのはないのですか。

畜産振興課長

白神ラムは、藤里町の町営の牧場で生産していま

す。町が、平成二十五、六年から始めたのですが、

もともとから羊を生産していまして、一時途絶えた

ものを復活した形です。今回改めて取り組んだのは、

御指摘のように東京のホテルと店舗で使うことを前

提にして取り組んだ経緯がありまして、高級食肉と

いうことで、ロースなど高級部位だけを扱う形で今

取り組んでいます。ただ、生産量をもっと増やすこ

とについては、素になる綿羊を以前は北海道から導

入して量産するようなこともできたのですが、今は

ラムの国内自給率が低いものですから、北海道でも

貴重になってなかなか素綿羊を出してもらえなくな

ったというところもあります。高級部位の消費量も

作れば幾らでも売れるという状況ではありませんの

で、今できる範囲で生産を続けている状況です。御

指摘のように高級部位のほとんどは食肉卸を介して

都内の高級ホテルで消費されており、それ以外の部



- 21 -

分については地元の藤里町で販売しているという状

況です。

鈴木健太委員

取組の姿勢とかそういう問題ではなくて、仕入れ

といいますか、生産能力が伸ばせないということで

よろしいのですか。

畜産振興課長

御指摘のとおりです。ただ、今年たまたまですけ

れども、藤里町に移住される方から新たに綿羊をや

りたいという希望もございまして、その方が取り組

む分については、今後町の取組に乗せてブランドを

補強していくということで、県もその取組に対して

生産面では支援していくことにしております。

鈴木健太委員

分かりました。大きいプランですから、全体的に

ある程度のボリュームがあるものについて書いてい

るのでしょうけれども、恐らく秋田にはいろいろな

ところに、そういう小さいロットでもすごく光る商

品があると思うのです。それをもうちょっと伸ばし

ていく、可能な限り県としてもバックアップしてい

くという目線があってもいいのではないかと思って

申し上げました。

林業で、再造林の促進について伺います。これは

カーボンニュートラルの文脈でお話しすると、広大

な森林があるだけでは森林吸収とみなしてもらえな

くて、要は森林管理をきちんとやっているのか

植林をしたりすることでプラスの算出がされると私

は認識しているのですが、それで間違いないですか。

林業木材産業課長

委員の御指摘のとおり、森林を有しているので吸

収に貢献していると、ただそれだけでは県民の皆様

にも説得力がないので、今年の６月補正でそういっ

たものを数値化する予算をつけて今調査中です。再

造林をすることによって、どれぐらいの吸収量の変

化があるのか、あるいは木材を利用することでどれ

ぐらい炭素を貯蔵するのか、そういったものを数値

化してこれから示していきたいと思っております。

いずれこのビジョンやプランの中では、カーボン

ニュートラルと森林の位置づけはきちんとなされて

おりますので、今後とも循環利用することで林業木

材産業がどのようにカーボンニュートラルに関わっ

て貢献していくのか、そういったものも示しながら

取り組んでまいりたいと考えております。

鈴木健太委員

脱炭素への貢献が経済的価値を生むというふうに

既に考え方が変わってきているという状況を、きれ

いな言葉だけではなくて具体的に経済ベースに乗せ

ていくことはすごく大事だと思うのです。今それを

算出しているということであれば、これだけの面積

を秋田に植林したら幾らの吸収になって、今世界的

に排出権取引などのマーケットが出てきている中で

それを例えば県外の大企業に商品として 幾らに

なるのか分かりませんが 「秋田に植林するのに

お金を出せばこれだけになりますよ。」みたいな、

そういう仕組みを作っていく研究はするのでしょう

か。

林業木材産業課長

例えば国レベルでは、パリ協定で、全部で２％を

森林が吸収するというような目標となっております。

ただ、秋田県の場合森林がたくさんあるということ

もありまして、私どもの試算ですが大体２５％ぐら

いは森林で吸収しているということで、国を大幅に

上回る数字となっております。

さらに、再造林の効果としては、若い杉のほうが

広葉樹よりも吸収量が多いですとか、そういったこ

ともいろいろと認識していますので、今後そういっ

たもの 要は経済活動がいかにカーボンニュート

ラルに役立っていくかということについては、しっ

かりと数値化して出していきたいと思っております。

農林水産部森林技監

今の質問は、吸収量を評価してそれを取引に使う

ような制度があるのか、ないのであればそういうも

のを検討しているのかという質問と理解しておりま

す。取組としては、実を言うと京都議定書がクロー

ズアップされた時代から国でもいろいろと検討して

いまして、具体的に言うとＪ―クレジット制度とい

うのがあります。これは工場とかでの排出をこれだ

け削減しましたと削減量を評価して、それをＣＯ２

の量に換算して、それをクレジット化して口座を設

けて取引するような仕組みです。その中に森林吸収

を評価する仕組みも制度的にはあるというのが事実

ですが、実を言うとそれに取り組んでいるところも

あるのですが、実際の取引は今のところあまりされ

ていないというのが実態です。それはなぜかという

と、企業がそこにお金を投資する必然性がまだ非常

に弱いのが実態でありまして、目標として「我々は

これぐらい頑張って削減しますよ。」とか、あるい

は「吸収でそれを相殺しますよ。」というのは、ま

さしくキャッチフレーズとしてはあり得るのですが、

それをやらないとすごく損失が生じるとか、あるい

は公的にペナルティーを受けるかというところまで

まだ周りの状況がなっていないので、なかなか簡単

にはお金を出してもらえないし、出したとしてもそ

れほど高価にはならないというのが実態と見ていま

す。

そういった吸収や排出の努力をどうお金に換算す

るかというのはまだ非常にいろいろな議論がありま

して、完全に企業活動 民間の活動の中に乗せて

しまうのか、あるいは先ほど課長から話がありまし

たように、公的に排出削減量を把握して、それを国
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などの行政、公的な主体が管理するのかというとこ

ろも実はまだ完全に固まっていないのが実態です。

日本はこれだけ削減しますとは言っているけれども、

それを国が責任を持ってやるのか、あるいは経済活

動に乗せて達成するのかというのも、正直なところ

まだはっきりと仕分はされていません。もう少し掘

り下げると、例えば国が税を課して吸収量や削減量

を確保していくのか、あるいはそうではないやり方

で、クレジット制度というものを設けることによっ

て民間に任せるのかとか、そういう様々な議論がま

だ進行中で、そういうものを整備しながら２０５０

年に向かってカーボンニュートラルに取り組んでい

こうというのが今の状態と見ております。

鈴木健太委員

今森林技監からはまだという話だったと思うので

すが、いずれはそうなっていくのか、それとも全然

そうならない可能性も結構あるから、あまり乗り切

れないということなのか、どっちなのですか。再造

林という我が県の大きな課題を進めていきたいが、

その構図と費用対効果がいま一つだから進まないと

いう中で、幾らかでも乗っかることができれば進め

られるという状況です。今算出しているとは聞いた

のですが、では国としてそうしていくとなったとき

に、他の県との競争になると思うのですが、本県の

特性となる準備をしていくことすらも時期尚早と言

うぐらいの段階ということでいいのですか。

農林水産部森林技監

少なくとも森林の吸収についてはある意味工場の

排出削減などとは違って、今日お金を掛ければあし

たからあるいは来年から急に吸収量が増えるという

ものではないので、再造林しても最初のうちはそれ

ほど吸収しないのですが、１０年、２０年たつと極

めて吸収力が増えるので、ある意味今一生懸命再造

林するというのは、いざそういう外部資金を受け入

れる仕組みが成熟したときに非常に乗りやすくなる

ための段階ではないかと思います。まさしく世の中

の情勢がそちらのほうに向かうのではないかという

のはかなり注視しながら、地道に将来の吸収量確保

のための活動を、今しっかりと体制を作って進める

という段階だと見ています。

北林丈正委員

１つ、先ほど秋田県は２５％を森林が吸収してい

るという話がありましたが、これは秋田県が県内全

部で排出するＣＯ２を秋田県の森林が吸収する量が

２５％だということですか。

林業木材産業課長

そのように試算しています。秋田県の排出量と比

較しまして、吸収量が２５％ぐらいになると計算し

ています。

北林丈正委員

それはどこに出ていますか。

林業木材産業課長

生活環境部で計算していまして、そちらを基に試

算して、そのような数値となっています。

北林丈正委員

分かりました。後で確認してみます。

鈴木健太委員

人材確保、担い手確保について伺います。

農と林に関しては、結構数字的にも優秀な担い手

を確保できていると思います。今回のビジョンにつ

いても、令和７年に向けて野心的な目標を設定して

いると思うのですが、片や県内の若年者人口はどん

どん減っていく中でこの目標を達成するのに対して、

当然外からどれだけ連れてくるかという視点が重要

になります。これについて漁業は非常に難しい状況

にあると言っていますが、農と林に関してどれぐら

いの 内訳をちらっとは書いていますが、具体的

なものはともかくとして、どういう考えを今持って

いるのか教えていただきたいです。

農林政策課長

農業に関して、私から説明させていただきます。

この新規就農者数の考え方というのは、まず基本的

に県内に１万経営体の認定農業者を何とか確保して

いくことで、農地のフル活用がある程度できるとい

う前提に立って、大体４０年サイクルで１万経営体

が更新されていくという考え方をとっておりまして、

大体年間２５０経営体ぐらいあれば、１万経営体を

維持しつつ農地をフル活用できるという考え方が基

本になっております。ただし、新規就農者を確保す

る以上に、一方ではリタイアされる方もかなりのス

ピードで加速している現状もありまして、確保のス

ピードを何とか加速しなければならないことから野

心的な数字になっているということになります。

この確保に向けて、今どんなことに取り組み始め

ているかということですが、まずは農業高校を皮切

りに始めています。実際に農業法人の方などに学校

に行ってもらって、なぜ就農したのか、今どういう

経営をしているのか、どのぐらいもうかっているの

かなどという生の話を直接生徒たちの前で話しても

らう機会を 去年ようやく始まって今年は数もか

なり増えてきていますが、そういった取組も始めて

おります。一般の企業に入り込むという方法もあり

ますが、農業は農業の分野で、できるだけ早い段階

から興味のある方々にこういったところをＰＲして、

何とか確保していきたいという取組をスタートした

ところで、更に加速していきたいと思っています。

鈴木健太委員

もやもやした質問をしてしまったのですが、県内、

県外の考え方といいますか、もともと県内人口が減

っていくので、外からどうやって持ってくるのかと
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いうこととのバランスについて、どういう考えを持

っているかという質問でした。

農林政策課長

実は、この内訳は県内、県外では分けていません。

実際県外から入ってくる方はまだ１０人前後で、そ

れほど多くの方が県内に来て就農するという事例が

あまり……。数としては２５０から３００人いる中

で１０人という話で、まだまだ少ないという現状に

ありますので、できるだけ呼びかける形はとるので

すが、首都圏で開催されている農業人フェア（新規

就農者を増やすことを目的として就農相談会を開催

する農林水産省の補助事業のこと。）や、そういっ

た様々な取組を通じてこれまでもＰＲはしてきてお

ります。そういった取組の中で支援制度をお知らせ

するとか、住む場所がどうしても必要になりますの

で、市町村と連携して移住先を確保しつつ、どうや

って研修をしていける制度があるかとか そうい

った取組も併せてこれまで進めてきています。全体

の移住の取組と、１つの選択肢として農業があると

いう組合せでできるだけ多く確保していきたい気持

ちはあるのですが、思いと実態がなかなかかみ合わ

ないというのが今のところの現状と分析しておりま

す。

農林水産部長

新規就農者は大体２５０人ぐらいいるのですが、

その内訳を見ると、それこそ学校を出てすぐという

のは１５人ぐらいなので、１割もいないのです。

１００人ぐらいはＵターンで、いったんほかの会社

に行って勤めてから農業に来るという これは県

外に行った人が来る場合もあるし、県内の人が来る

場合もあります。あとは、全く農業をやったことが

ないのだけれども農業に来る場合は、法人に雇用さ

れるというパターンが多くて、これも県内から来る

人、県外から来る人と様々います。ですから、県内

から幾ら、県外から幾らと、なかなかそのミシン目

はつけ難いのですが、今の流れからいうと学校を出

てすぐ農業試験場で研修して農業へという人は何人

かいますが、それよりも、いったんほかの職業を経

験してやっぱり農業がいいという人はある程度農業

を選んでくる人ですから、ある意味農業のサラリー

マン的ではない部分をある程度許容してマッチング

しようとして来る方が多いと思うので、逆にそうい

う人たちをつかまえていきたいと考えています。結

果的にそれが県人口の流出の歩留りを上げるという

流出というか、いる人の歩留りを上げる形にな

ってくれればいいと。逆に県内でほかの企業に勤め

て、なかなか合わないと辞めた人も、だからといっ

て県外に行くのではなくて、地元の農業法人で勤め

てみるという手もあるでしょうし、そういう意味で

は歩留りに対する貢献ができればいいと考えていま

す。

鈴木健太委員

正におっしゃるとおりです。コロナでのパラダイ

ムシフトを考えると、一番のボリュームは多分そこ

ら辺にあって、首都圏でしんどくなったサラリーマ

ンの人が田舎で農業でもやりたいといった流れはす

ごくあると思うのです。その割に農業も林業も水産

業も含めてですが、ウェブサイトがいま一つ洗練さ

れていないというか、多分取っかかりを調べるとこ

ろから始まると思うのですが、入り口としていいな

と、秋田で農業や林業をやってみたいと思わせない

感じがするのです。労働力確保対策みたいなタイト

ルが踊っていたりして、とても自分が描いている夢

の田舎暮らしみたいなイメージになっていない気が

するので、そちらにすごく目を向けて広げていただ

きたいと思います。

農林政策課長

御指摘ありがとうございます。是非見直していき

たいと思います。

１つの取組として、格好いい農業という提言を総

合政策審議会の委員からも頂きまして、県内の農家

にも格好いい人たちがいるのですというのを実は今

取材して、それをアップし始めているところです。

そうした事例もうまく使いながら、委員御指摘の就

農したいという、そのイメージとかけ離れないよう

に見直しをしていきたいと思います。

森林整備課長

林業におきましても、今の林業の機械化ですとか、

機械化されて昔の林業と違った姿とか、そういった

ものを林業大学校のＳＮＳ、あるいは県や財団法人

の林業労働対策基金のウェブサイトにアップしまし

て、従事者の確保に努めてまいりたいと思っていま

す。

鈴木健太委員

今おっしゃった林業労働対策基金 制度として

そういうことなのだと思うのですが、一般の人が見

るところに、自分が労働力として確保されるのだと

うイメージはあまり良くないと思うので、出し方は

すごく気を付けたほうがいいと思います。

北林丈正委員

サキホコレと、それから減反の関係で伺います。

また来年産米が４,０００ヘクタール近く減って、

これからも減っていくと思うのですが、サキホコレ

は令和７年までに３,２００ヘクタールを目指して

増やしていきますよね。そうすると、市町村ごとに

目安を配分するときに、サキホコレがあるかないか

によって全体の減反の目安の数量というのは こ

れは全く関係ないですか。

水田総合利用課長

今回県の農業再生協議会で、県全体の生産の目安
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を設定して説明したわけなのですが、市町村段階で

は県からの配分ということではなくて、県の目安等

を参考にして各地域再生協議会の段階で市町村別の

目安を設定することになります。

北林丈正委員

聞きたいのは、農家でもサキホコレを作る人とあ

きたこまちを作る人といろいろいると思うのですが、

サキホコレを作る人はあまり減反の影響を受けない

ということになるのですか。

水田総合利用課長

飽くまでも生産数量の内数ということで作付する

面積の中にサキホコレの面積も入っていますので、

別枠にするということではございません。

北林丈正委員

農家によって、例えばサキホコレだけ作りたいと

いう人もいますよね。そういう人とそれ以外の人で、

うちはサキホコレを作るから減らさなくてもいいと

いう感じになりはしないかと、そういう懸念を感じ

て質問したのですが……。

農林水産部長

もともと国の需給計画がその大枠なのですが、こ

れも日本にはいろいろな品種が コシヒカリとか、

各県がいろいろな品種を出していますが、米という

総量の消費量でもって設定してきています。我々も

米というものについて今３８万９,０００トンと設

定していますので、その中の品種は何が売れるのか

をそれぞれその枠の中で考えていただければいいと

いう話であって、サキホコレだから特別に外に出し

てそれは別枠だということではないです。米という

中の１つの品種という形になります。

北林丈正委員

そこには県は関与しないというか、それぞれが判

断してやっていくということですね。まず、分かり

ました。

それから、ビジョンの農林漁業振興臨時対策基金

の話ですが、１００億円積んで園芸メガ団地などい

ろいろと進めてきたと思うのですけれども、これは

令和３年で残額が約１０億円になっています。今後

秋田県の農業を進めていく上で、令和４年からこの

基金はどうなるのですか。

農林政策課長

基金につきましては、今年度をもちまして終了す

ることになっております。条例上そういった整理に

なっておりまして、農業産出額、担い手の確保、そ

れから林業関係の取組も含めまして一定の成果が出

たという整理の中で、基金については一区切りをつ

けるという方向性になっています。

北林丈正委員

分かりました。ただ、これからもまた年数が経過

してくれば、施設を更新しなければいけなかったり、

いろいろな要望が出てくると思うのですが、そうい

ったことで財源的な心配はないですか。

農林政策課長

正直申しまして心配な部分は我々もありますが、

毎年度の財政課との協議の中で、しっかりと財政当

局に対して予算を要求させていただいて獲得してい

きたいと考えておりますので、前向きに取り組みた

いと思っております。

北林丈正委員

あと、私、野生鳥獣対策を一般質問で取上げさせ

てもらったのですが、環境整備という意味で農林水

産部に一番大きい役割があると思います。このビジ

ョンの中にも野生鳥獣対策というのが後ろのほうに

５２ページですか 「里地里山の保全管理と

鳥獣被害対策の推進」ということでちょっと載って

はいるのですが、これは大体市町村が主体となる森

林整備の促進という形で、あまり県が前に出てどう

こうするとは見えません。ほとんど全市町村に熊等

の野生鳥獣の被害が出ている状況で、県としてもう

ちょっとやるべきことというか、やれることはない

ものですか。

農林政策課長

（６）に掲げている部分が県として直接的に取り

組む部分です。出没抑制するための里山整備という

ことで、森林整備課で取り組んでいる事業がありま

すので、そこを補足してもらいます。

森林整備課長

県では森づくり税（秋田県水と緑の森づくり税）

を活用した里山林整備の一環として、やぶ状化した

里山林の整備をすることにより、熊等野生鳥獣の出

没を抑制する形の施策を展開しているところです。

実際には補助事業になっていまして、市町村が実施

主体となっています。現在のところ２５市町村のう

ちの１８市町村でその事業が展開されていて、掛か

った経費の全てに対して県から補助する形になって

います。

北林丈正委員

掛かった経費を全て補助してあげればそれはあり

がたいとは思うのですが、その分財源が掛かるので、

そうすると整備できる面積はどうしても小さくなり

ます。今税金を使ってやっているところも、全体と

して見れば本当にごくごく一部の地域にとどまって

いると思うのです。これをもっと広げていくには、

掛かった経費の何割かでいいのでそれを補助すると

か、もうちょっと別の仕組みがあればもっと幅広く

整備が進んでいくように思いますので、是非検討し

ていただきたいと思いますがいかがでしょうか。

森林整備課長

今のところ、通学路ですとか、それからよく人が

通るところで熊が出没した実績のあるところだとか、
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そういったところをまずは重点的にやっているとこ

ろです。どこでもではなくて、そういったところを

重点にしてやっているところで、市町村の要望、地

域の要望を聞いた上で採択しています。採択につい

ては全ての要望を満たしていますが、将来的には市

町村等の要望を聞いた上でいろいろと検討していき

たいと思います。

委員長（会長）

ほかにございませんか。

【「なし」と呼ぶ者あり】

委員長（会長）

以上で所管事項に関する質疑を終了します。

本日はこれをもって散会し、１２月２０日月曜日、

予算特別委員会終了後に委員会を開き、付託案件に

ついて討論・採決を行います。

散会します。

午前１１時４２分 散会
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令和３年１２月２０日（月曜日）

本日の会議案件

１ 議案第２０４号

秋田県国営土地改良事業負担金徴収条例の一部

を改正する条例案

（討論・採決）（原案を可とすべきもの）

２ 所管事項調査の継続

（継続決定）

出席委員

委 員 長 北 林 丈 正

副委員長 石 田 寛

委 員 柴 田 正 敏

委 員 鈴 木 健 太

委 員 小 山 緑 郎

委 員 三 浦 英 一

委 員 加賀屋 千鶴子

書 記

議会事務局議事課 藤 澤 直 洋

議会事務局政務調査課

畠 山 秀 樹

農林水産部農林政策課

落 合 和 秀

会 議 の 概 要

午後１時３１分 開議

出席委員

委 員 長 北 林 丈 正

副委員長 石 田 寛

委 員 柴 田 正 敏

委 員 鈴 木 健 太

委 員 小 山 緑 郎

委 員 三 浦 英 一

委 員 加賀屋 千鶴子

説 明 者

農林水産部長 佐 藤 幸 盛

農林水産部森林技監 嶋 田 理

農林水産部次長 中 西 滋 樹

農林水産部次長 齋 藤 正 和

農林水産部次長 伊 藤 真 人

農林水産部次長 沼 倉 直 人

農林政策課長 藤 村 幸司朗

委員長

ただいまから、本日の委員会を開きます。

初めに、各委員からの発言通告がありませんので、

付託議案に関する質疑は終局したものと認めます。

本日は、付託議案について討論・採決を行います。

議案第２０４号を議題とします。

討論を行います。

【「なし」と呼ぶ者あり】

委員長

討論は、ないものと認めます。

採決します。議案第２０４号は、原案のとおり可

決すべきものと決定して御異議ありませんか。

【「異議なし」と呼ぶ者あり】

委員長

御異議ないものと認めます。議案第２０４号は、

原案のとおり可決すべきものと決定されました。

次に、所管事項について、閉会中においても調査

を継続することとして御異議ありませんか。

【「異議なし」と呼ぶ者あり】

委員長

御異議ないものと認めます。よって、所管事項に

ついては、閉会中においても調査を継続することと

決定されました。この旨議長に申し出ることとしま

す。

以上をもちまして、本委員会に付託された案件の

審査は、全て終了しました。

本日の委員会を終了します。

閉会します。

午後１時３２分 閉会


